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古

谷

貴

之

　
（
一
八
二
三
）

Ⅰ　

序

Ⅱ　

Ｂ
Ｇ
Ｂ
旧
法
下
に
お
け
る
議
論
の
概
観

Ⅲ　

Ｂ
Ｇ
Ｂ
現
行
法
下
に
お
け
る
議
論

　

1　

責
任
規
範
の
構
造

　
　

ⅰ　

瑕
疵
担
保
法

　
　

ⅱ　

契
約
締
結
上
の
過
失

　

2　

両
責
任
の
適
用
関
係

　
　

ⅰ　

競
合
説
の
論
拠

　
　

ⅱ　

非
競
合
説
の
論
拠

　
　

ⅲ　

学
説
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ⅳ　

小
括

　

3　

瑕
疵
担
保
責
任
の
優
先
の
範
囲

　
　

ⅰ　

現
行
法
の
状
況

　
　

ⅱ　

下
級
審
裁
判
例
と
近
時
の
有
力
説

　

4　

悪
意
の
場
合
お
よ
び
権
利
瑕
疵
と
の
関
係

Ⅳ　

総
括

　

1　

瑕
疵
担
保
責
任
と
契
約
締
結
上
の
過
失
責
任
と
の
関
係

　

2　

詐
欺
取
消
し
と
契
約
締
結
上
の
過
失
責
任
と
の
関
係

Ⅰ　

序

　

ド
イ
ツ
債
務
法
の
現
代
化
に
よ
っ
て
二
〇
〇
一
年
に
明
文
化
さ
れ
た
契
約
締
結
上
の
過
失
制
度
は
、
情
報
提
供
責
任
の
領
域
に
お
い
て
こ

れ
ま
で
議
論
さ
れ
て
き
た
二
つ
の
制
度
間
競
合
問
題
に
影
響
を
及
ぼ
し
て
い
る
。

　

一
つ
は
、
Ｂ
Ｇ
Ｂ
一
二
三
条
に
基
づ
く
詐
欺
取
消
し
と
契
約
締
結
上
の
過
失
と
の
競
合
問
題
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
ド
イ
ツ
民
法
旧
法
下

で
は
、
契
約
締
結
過
程
に
お
い
て
一
方
当
事
者
の
「
過
失
に
よ
る
詐
欺
」
が
行
わ
れ
た
場
合
、
相
手
方
の
損
害
賠
償
請
求
権
に
基
づ
い
て
、

無
意
味
に
締
結
さ
せ
ら
れ
た
契
約
の
解
消
を
請
求
で
き
る
と
い
う
判
例
法
理
が
確
立
さ
れ
て
い
た
が（

1
）（

い
わ
ゆ
る
「
契
約
締
結
上
の
過
失
に

基
づ
く
契
約
解
消
請
求
権
」）、
こ
の
こ
と
が
詐
欺
取
消
し
に
つ
い
て
「
故
意
」
を
要
件
と
す
る
Ｂ
Ｇ
Ｂ
一
二
三
条
の
趣
旨
と
抵
触
し
な
い
か

が
問
題
と
さ
れ
た（

2
）。

こ
の
競
合
問
題
は
、
旧
法
下
の
判
例
・
学
説
上
、
大
き
な
論
争
を
巻
き
起
こ
し
た
も
の
の
、
ド
イ
ツ
新
債
務
法
に
お
い

て
、
新
た
に
契
約
締
結
上
の
過
失
を
規
律
す
る
Ｂ
Ｇ
Ｂ
三
一
一
条
二
項
が
規
定
さ
れ
た
こ
と
か
ら
、
現
在
で
は
、
そ
れ
ま
で
の
判
例
を
追
認

す
る
形
で
立
法
的
解
決
が
図
ら
れ
て
い
る（

3
）。

　
（
一
八
二
四
）
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も
う
一
つ
は
、
瑕
疵
担
保
法
と
契
約
締
結
上
の
過
失
と
の
競
合
問
題
で
あ
る
。
た
と
え
ば
、
売
買
契
約
の
一
方
当
事
者
の
過
失
に
よ
る
説

明
義
務
・
情
報
提
供
義
務
違
反
が
認
め
ら
れ
る
場
合
、
先
述
し
た
と
お
り
、
相
手
方
は
、
契
約
締
結
上
の
過
失
に
基
づ
く
契
約
解
消
請
求
権

を
行
使
で
き
る
が
、
当
該
義
務
違
反
と
同
時
に
、
売
買
目
的
物
に
つ
い
て
売
主
の
瑕
疵
担
保
責
任
が
認
め
ら
れ
る
場
合
、
買
主
は
い
ず
れ
の

救
済
手
段
を
行
使
で
き
る
の
か
が
問
題
と
な
る
。
二
つ
の
救
済
手
段
を
重
畳
的
に
行
使
で
き
る
か
、
そ
れ
と
も
一
方
が
他
方
の
適
用
を
排
除

す
る
排
他
的
関
係
に
立
つ
の
か
。
こ
れ
ら
両
責
任
制
度
の
関
係
を
い
か
に
理
解
し
、
規
律
す
べ
き
か
が
議
論
さ
れ
て
い
る（

4
）。

　

詐
欺
取
消
し
と
契
約
締
結
上
の
過
失
を
め
ぐ
る
競
合
問
題
は
、
す
で
に
前
稿
で
検
討
し
た
。
そ
こ
で
、
本
稿
で
は
、
後
者
、
す
な
わ
ち
瑕

疵
担
保
法
と
契
約
締
結
上
の
過
失
が
交
錯
す
る
場
面
に
焦
点
を
あ
て
て
考
察
し
て
い
き
た
い
。
本
稿
で
の
検
討
を
通
じ
て
、
説
明
義
務
・
情

報
提
供
義
務
違
反
に
対
す
る
法
的
救
済
手
段
（
詐
欺
取
消
し
、
契
約
締
結
上
の
過
失
お
よ
び
瑕
疵
担
保
責
任
）
相
互
の
適
用
関
係
を
明
ら
か

に
し
、
今
後
、
引
き
続
き
検
討
す
べ
き
課
題
を
示
し
た
い
。

　

な
お
、
検
討
の
範
囲
と
し
て
、
ド
イ
ツ
民
法
旧
規
定
下
に
お
け
る
議
論
に
つ
い
て
は
す
で
に
わ
が
国
で
も
詳
細
な
分
析
が
さ
れ
て
い
る
の

で（
5
）、

本
稿
で
は
、
旧
法
下
で
の
議
論
は
最
低
限
の
確
認
に
と
ど
め
、
と
く
に
新
債
務
法
の
下
に
お
け
る
議
論
を
中
心
に
検
討
し
て
い
く
こ
と

と
す
る
。

Ⅱ　

Ｂ
Ｇ
Ｂ
旧
法
下
に
お
け
る
議
論
の
概
観

（
6
）

　

新
債
務
法
の
下
で
の
議
論
に
入
る
前
に
ま
ず
、
Ｂ
Ｇ
Ｂ
旧
法
下
に
お
け
る
議
論
状
況
を
簡
単
に
振
り
返
っ
て
お
こ
う
。

　

リ
ー
デ
ィ
ン
グ
・
ケ
ー
ス
で
あ
る
一
九
七
三
年
三
月
十
六
日
の
「
海
岸
土
地
判
決
（Seegrundstück-U

rteil （
7
））」

以
降
、
連
邦
通
常
裁
判

所
（
以
下
、
Ｂ
Ｇ
Ｈ
と
い
う
。）
は
、
瑕
疵
担
保
責
任
と
契
約
締
結
上
の
過
失
責
任
と
の
競
合
問
題
に
つ
い
て
、
前
者
に
優
先
的
な
適
用
を

　
（
一
八
二
五
）
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認
め
て
き
た
。
す
な
わ
ち
、
Ｂ
Ｇ
Ｈ
に
よ
れ
ば
、
目
的
物
の
性
状
（B

eschaffenheit

）
ま
た
は
性
質
（E

igenschaft

）
に
関
し
て
、
売
主

の
過
失
に
よ
る
説
明
懈
怠
ま
た
は
誤
っ
た
説
明
が
行
わ
れ
た
場
合
、
危
険
移
転
後
は
Ｂ
Ｇ
Ｂ
旧
四
五
九
条
以
下
が
優
先
適
用
さ
れ
、
契
約
締

結
上
の
過
失
に
基
づ
く
責
任
は
排
除
さ
れ
る（

8
）。

そ
の
理
由
と
し
て
、
Ｂ
Ｇ
Ｂ
旧
四
五
九
条
以
下
は
、
購
入
物
の
性
状
に
瑕
疵
が
あ
る
場
合
に

お
い
て
、
完
結
的
な
準
則
を
規
定
し
て
い
る
か
ら
で
あ
る
と
さ
れ
て
い
た
（
瑕
疵
担
保
法
の
特
別
規
定
性
）。
こ
れ
に
対
し
て
、
売
主
の
説

明
懈
怠
な
い
し
誤
っ
た
説
明
が
故
意
行
為
に
よ
る
場
合
お
よ
び
性
質
保
証
が
さ
れ
て
い
る
場
合
に
は
、
損
害
賠
償
請
求
権
の
行
使
が
認
め
ら

れ
て
お
り
（
Ｂ
Ｇ
Ｂ
旧
四
六
三
条
）、
こ
の
場
合
に
は
、
瑕
疵
担
保
責
任
は
優
先
せ
ず
、
契
約
締
結
上
の
過
失
責
任
が
重
畳
的
に
適
用
さ
れ

た（
9
）。

ま
た
判
例
は
、
権
利
の
瑕
疵
に
対
す
る
責
任
（
Ｂ
Ｇ
Ｂ
旧
四
三
四
条
）
が
問
題
と
な
る
場
合
に
も
、
瑕
疵
担
保
責
任
の
優
先
適
用
を
認

め
な
か
っ
た（

10
）。

な
ぜ
な
ら
、
こ
の
場
合
に
は
、
一
般
給
付
障
害
法
の
規
定
が
適
用
さ
れ
（
Ｂ
Ｇ
Ｂ
旧
四
四
〇
条
一
項
）、
Ｂ
Ｇ
Ｂ
旧
四
五
九

条
以
下
の
規
定
は
適
用
さ
れ
な
か
っ
た
か
ら
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
瑕
疵
担
保
責
任
と
競
合
し
て
契
約
締
結
上
の
過
失
責
任
が
適
用
さ
れ

る
の
は
、
以
上
に
述
べ
た
よ
う
な
例
外
的
場
合
に
限
ら
れ
る
の
で
あ
り
、
売
主
の
単
な
る
過
失
行
為
に
対
し
て
契
約
締
結
上
の
過
失
責
任
が

認
め
ら
れ
る
の
は
例
外
と
さ
れ
た
。と
く
に
Ｂ
Ｇ
Ｂ
旧
四
七
七
条
一
項
に
よ
れ
ば
、瑕
疵
担
保
請
求
権
は
短
期
の
消
滅
時
効
に
服
す
る
が
（
動

産
に
つ
い
て
は
引
渡
し
時
か
ら
六
ヶ
月
、
不
動
産
に
つ
い
て
は
明
渡
し
時
か
ら
一
年
）、
こ
れ
と
同
時
に
契
約
締
結
上
の
過
失
に
基
づ
く
請

求
権
を
認
め
る
と
、
よ
り
長
期
の
時
効
期
間
が
与
え
ら
れ
る
こ
と
と
な
り
（
三
〇
年
の
通
常
の
消
滅
時
効
（
Ｂ
Ｇ
Ｂ
旧
一
九
五
条
））、
瑕
疵

担
保
制
度
の
趣
旨
を
潜
脱
す
る
お
そ
れ
が
あ
っ
た
。

　

こ
う
し
て
、
Ｂ
Ｇ
Ｂ
旧
法
下
に
お
い
て
は
、
瑕
疵
担
保
法
の
優
先
適
用
原
則
が
判
例
上
確
立
さ
れ
て
い
た
が
、
こ
の
原
則
の
妥
当
範
囲
も
、

最
終
的
に
は
瑕
疵
担
保
法
の
射
程
（
適
用
範
囲
）
を
ど
の
程
度
広
く
認
め
る
か
に
左
右
さ
れ
る
。
前
述
し
た
と
お
り
、
判
例
に
よ
れ
ば
、
目

的
物
の
性
状
ま
た
は
性
質
に
関
す
る
売
主
の
説
明
義
務
・
情
報
提
供
義
務
違
反
は
瑕
疵
担
保
責
任
を
基
礎
づ
け
る
が
、
具
体
的
に
ど
の
よ
う

な
事
情
が
目
的
物
の
性
状
な
い
し
性
質
に
含
ま
れ
る
の
か
と
い
う
点
は
必
ず
し
も
明
確
で
な
か
っ
た
。

　
（
一
八
二
六
）
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売
主
の
説
明
が
物
の
性
状
な
い
し
性
質
に
関
す
る
も
の
で
な
い
場
合
に
は
、
瑕
疵
担
保
責
任
の
要
件
は
満
た
さ
れ
ず
、
こ
の
場
合
に
は
、

そ
も
そ
も
競
合
問
題
は
生
じ
な
い
。
た
と
え
ば
、
前
掲
の
「
旋
盤
事
件（

11
）」

に
お
い
て
、
Ｂ
Ｇ
Ｈ
は
、
瑕
疵
担
保
責
任
で
は
な
く
、
契
約
締
結

上
の
過
失
責
任
を
肯
定
し
た
。
本
件
は
、
売
主
に
よ
り
引
き
渡
さ
れ
た
旋
盤
が
契
約
当
事
者
間
で
予
定
し
た
設
置
場
所
に
収
ま
ら
ず
、
買
主

が
当
該
旋
盤
を
使
用
す
る
こ
と
が
で
き
な
か
っ
た
と
い
う
事
案
で
あ
る
が
、
判
例
は
、
設
置
場
所
の
広
狭
に
関
す
る
事
情
は
購
入
物
自
体
の

瑕
疵
で
も
性
質
で
も
な
い
か
ら
瑕
疵
担
保
責
任
を
基
礎
づ
け
る
こ
と
は
で
き
な
い
と
し
た
。
同
様
に
、
Ｂ
Ｇ
Ｈ
に
よ
れ
ば
、
企
業
売
買
の
際

の
企
業
の
収
益
ま
た
は
売
上
げ
に
関
す
る
誤
っ
た
説
明（

12
）、

あ
る
い
は
、
不
動
産
売
買
に
お
け
る
不
動
産
の
収
益
ま
た
は
税
制
上
の
利
益
に
関

す
る
誤
っ
た
説
明（

13
）な

ど
に
つ
い
て
も
、
瑕
疵
担
保
責
任
は
問
題
と
な
ら
な
い
。
Ｂ
Ｇ
Ｈ
の
採
用
す
る
瑕
疵
概
念
に
従
え
ば
、
物
の
性
状
は
、

原
則
と
し
て
、
有
形
的
な
特
徴
に
よ
っ
て
判
断
さ
れ
て
い
た
し
、
ま
た
、
有
形
性
以
外
の
特
徴
―
物
に
外
在
的
な
諸
事
情
（
＝
性
質
）

―
も
考
慮
に
入
れ
ら
れ
て
は
い
た
が
、
こ
の
特
徴
は
「
物
自
体
の
性
質
に
瑕
疵
の
原
因
が
あ
り
、
物
自
体
に
由
来
し
、
物
自
体
に
一
定
期

間
付
着
し
て
」
い
る
こ
と
が
要
件
で
あ
る
と
さ
れ
て
い
た
た
め（

14
）、

購
入
物
に
「
付
着
」
し
て
い
な
い
外
的
な
諸
事
情
が
問
題
と
な
る
上
記
の

事
例
は
、
こ
の
よ
う
な
要
件
を
満
た
さ
な
か
っ
た
か
ら
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
に
、「
性
質
」（
Ｂ
Ｇ
Ｂ
旧
四
五
九
条
二
項
）
の
概
念
は
、
性
状

の
概
念
よ
り
は
―
多
少
な
り
と
も
―
広
く
解
さ
れ
て
い
た
が（

15
）、

依
然
と
し
て
「
付
着
」
の
要
件
に
よ
る
制
約
を
伴
う
も
の
で
あ
っ
た
。

　

判
例
は
、
厳
格
な
性
状
な
い
し
性
質
概
念
を
意
識
的
に
採
用
す
る
こ
と
で
、
契
約
締
結
上
の
過
失
の
適
用
領
域
を
拡
大
さ
せ
る
こ
と
に
努

め
た
。
こ
う
し
た
傾
向
は
、
と
く
に
企
業
売
買
の
領
域
に
お
い
て
顕
著
で
あ
っ
た（

16
）。

た
と
え
ば
、
弁
護
士
事
務
所
の
売
買
の
事
例
に
お
い
て
、

Ｂ
Ｇ
Ｈ
は
、
企
業
の
貸
借
対
照
表
上
の
記
載
に
関
す
る
説
明
は
、
譲
渡
時
点
に
お
け
る
企
業
の
性
状
に
関
す
る
も
の
で
は
な
く
、
Ｂ
Ｇ
Ｂ
旧

四
五
九
条
一
項
の
意
味
で
の
瑕
疵
に
は
該
当
し
な
い
と
し
た（

17
）。

し
か
し
、
判
例
の
採
用
す
る
厳
格
な
瑕
疵
概
念
は
、
し
ば
し
ば
学
説
で
批
判

に
さ
ら
さ
れ
て
い
た（

18
）。

　
（
一
八
二
七
）



ド
イ
ツ
新
債
務
法
に
お
け
る
瑕
疵
担
保
法
と
契
約
締
結
上
の
過
失
の
交
錯

 

八
四

同
志
社
法
学　

六
〇
巻
五
号

Ⅲ　

Ｂ
Ｇ
Ｂ
現
行
法
下
に
お
け
る
議
論

　

冒
頭
に
述
べ
た
と
お
り
、
二
〇
〇
一
年
公
布
の
債
務
法
現
代
化
法
に
よ
っ
て
、
契
約
締
結
上
の
過
失
が
明
文
化
さ
れ
、
そ
れ
と
同
時
に
、

瑕
疵
担
保
責
任
が
一
般
給
付
障
害
法
の
中
へ
統
合
さ
れ
る
こ
と
と
な
っ
た
。
立
法
者
は
、
従
来
か
ら
議
論
の
あ
っ
た
瑕
疵
担
保
責
任
と
契
約

締
結
上
の
過
失
責
任
と
の
競
合
問
題
を
未
解
決
の
ま
ま
と
し
て
い
る
た
め（

19
）、

こ
う
し
た
制
度
体
系
上
の
修
正
が
従
来
の
判
例
や
学
説
上
の
議

論
に
い
か
な
る
影
響
を
及
ぼ
し
て
い
る
の
か
を
明
ら
か
に
す
る
必
要
が
あ
る
。

　

具
体
的
な
検
討
に
入
る
前
に
ま
ず
、
ド
イ
ツ
新
債
務
法
の
下
に
お
け
る
瑕
疵
担
保
法
と
契
約
締
結
上
の
過
失
の
規
定
の
構
造
に
つ
い
て
、

必
要
な
範
囲
で
確
認
し
て
お
き
た
い
。

1　

責
任
規
範
の
構
造

ⅰ　

瑕
疵
担
保
法

⒜　

瑕
疵
担
保
法
の
一
般
給
付
障
害
法
へ
の
統
合

　

新
た
な
売
買
法
の
規
定
に
よ
っ
て
、
瑕
疵
担
保
法
が
一
般
給
付
障
害
法
へ
と
統
合
さ
れ
た
。
一
般
給
付
障
害
法
で
は
、
義
務
違
反
の
概
念

が
採
用
さ
れ
て
お
り
、
そ
の
違
反
の
効
果
に
つ
い
て
は
、
Ｂ
Ｇ
Ｂ
二
八
〇
条
が
中
心
的
な
責
任
規
範
と
な
る
。
同
条
に
よ
れ
ば
、
給
付
義
務

な
い
し
保
護
義
務
を
含
む
あ
ら
ゆ
る
義
務
違
反
は
債
務
者
の
損
害
賠
償
責
任
を
生
じ
さ
せ
る
。
ま
た
、
義
務
違
反
に
つ
き
債
務
者
に
帰
責
事

由
が
な
い
場
合
に
は
、
同
条
は
適
用
さ
れ
な
い
。
現
行
法
で
は
、
こ
の
よ
う
な
一
般
給
付
障
害
法
の
体
系
の
中
に
瑕
疵
担
保
法
も
取
り
込
ま

れ
て
い
る
。
Ｂ
Ｇ
Ｂ
四
三
三
条
一
項
二
文
に
よ
れ
ば
、
物
お
よ
び
権
利
の
瑕
疵
の
な
い
物
の
給
付
が
売
主
の
給
付
義
務
の
内
容
で
あ
り
、
売

主
が
瑕
疵
あ
る
物
を
給
付
し
た
場
合
に
は
、
原
則
と
し
て
、
買
主
に
対
し
て
、
一
般
給
付
障
害
法
に
対
応
し
た
法
的
救
済
が
与
え
ら
れ
る
。

　
（
一
八
二
八
）



ド
イ
ツ
新
債
務
法
に
お
け
る
瑕
疵
担
保
法
と
契
約
締
結
上
の
過
失
の
交
錯

 

八
五

同
志
社
法
学　

六
〇
巻
五
号

た
だ
し
、
給
付
と
反
対
給
付
の
等
価
性
を
確
保
す
る
と
い
う
観
点
か
ら
、
瑕
疵
担
保
法
で
は
、
Ｂ
Ｇ
Ｂ
四
三
七
条
に
従
っ
て
、
以
下
に
述
べ

る
よ
う
な
補
充
的
な
修
正
が
加
え
ら
れ
て
い
る（

20
）。

⒝　

瑕
疵
担
保
法
上
の
諸
権
利

ア　

追
完
請
求
権

　

瑕
疵
あ
る
物
が
引
き
渡
さ
れ
た
場
合
、
買
主
は
、
Ｂ
Ｇ
Ｂ
四
三
七
条
一
号
に
基
づ
い
て
追
完
を
請
求
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
同
条
号
が
参

照
す
る
Ｂ
Ｇ
Ｂ
四
三
九
条
に
よ
れ
ば
、
買
主
は
、
追
完
と
し
て
、
自
ら
の
選
択
に
従
い
、
引
き
渡
さ
れ
た
給
付
を
保
持
し
た
上
で
瑕
疵
の
除

去
を
請
求
す
る
か
、
ま
た
は
、
瑕
疵
の
な
い
新
た
な
物
の
引
き
渡
し
を
請
求
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
こ
の
二
つ
の
追
完
請
求
権
は
、
買
主
の

第
一
次
的
権
利
で
あ
り（

21
）、

売
主
の
過
失
を
問
う
こ
と
な
く
行
使
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
追
完
が
実
現
さ
れ
な
い
場
合
に
は
、
こ
れ
以
外
の
瑕

疵
担
保
法
上
の
権
利
を
行
使
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

イ　

契
約
解
除
権

　

追
完
が
実
現
さ
れ
な
い
場
合
、
買
主
は
、
Ｂ
Ｇ
Ｂ
四
三
七
条
二
号
に
基
づ
い
て
契
約
を
解
除
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
た
だ
し
、
給
付
の
一

部
し
か
履
行
さ
れ
な
い
場
合
、
買
主
は
、
給
付
の
一
部
で
は
利
益
が
な
い
場
合
に
の
み
契
約
の
全
部
を
解
除
す
る
こ
と
が
で
き
る
（
Ｂ
Ｇ
Ｂ

三
二
三
条
五
項
一
文
）。
ま
た
、
義
務
違
反
が
重
大
で
な
い
場
合
、
買
主
は
、
契
約
を
解
除
す
る
こ
と
が
で
き
な
い（

22
）（

Ｂ
Ｇ
Ｂ
四
三
七
条
二
号
、

三
二
三
条
五
項
二
文
）。
解
除
権
は
形
成
権
で
あ
り
、
買
主
は
、
売
主
の
過
失
を
問
う
こ
と
な
く
そ
れ
を
行
使
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

ウ　

代
金
減
額
権

　

買
主
が
契
約
を
維
持
す
る
場
合
、
二
つ
目
の
手
段
と
し
て
、
代
金
減
額
権
を
行
使
す
る
こ
と
が
で
き
る
（
Ｂ
Ｇ
Ｂ
四
三
七
条
二
号
）。
こ

の
権
利
は
、
解
除
に
代
え
て
、
選
択
的
に
買
主
に
与
え
ら
れ
る
も
の
で
あ
る
（
Ｂ
Ｇ
Ｂ
四
四
一
条
一
文
）。
そ
れ
ゆ
え
、
解
除
の
場
合
と
同

　
（
一
八
二
九
）
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様
に
、
追
完
が
実
現
さ
れ
な
い
こ
と
を
要
件
と
す
る
。
た
だ
し
、
解
除
の
場
合
と
異
な
り
、
義
務
違
反
が
重
大
で
な
い
場
合
で
あ
っ
て
も
代

金
減
額
を
す
る
こ
と
は
可
能
で
あ
る
（
Ｂ
Ｇ
Ｂ
四
四
一
条
二
文
）。
代
金
減
額
権
も
形
成
権
で
あ
り
、
売
主
の
過
失
を
問
う
こ
と
な
く
買
主

に
認
め
ら
れ
る
。

エ　

瑕
疵
損
害
の
賠
償
（
小
さ
な
損
害
賠
償
）

　

Ｂ
Ｇ
Ｂ
四
四
〇
条
で
挙
げ
ら
れ
た
理
由
か
ら
追
完
が
挫
折
し
た
場
合
、
債
権
者
は
、
Ｂ
Ｇ
Ｂ
二
八
〇
条
の
要
件
の
下
で
損
害
賠
償
を
請
求

す
る
こ
と
が
で
き
る
。
Ｂ
Ｇ
Ｂ
二
八
〇
条
に
基
づ
く
損
害
賠
償
は
、
瑕
疵
損
害
の
賠
償
を
対
象
と
し
、
つ
ぎ
に
述
べ
る
給
付
に
代
わ
る
損
害

賠
償
と
は
異
な
り
、
契
約
不
履
行
に
基
づ
く
損
害
を
含
ま
な
い
。
そ
の
た
め
、
一
般
的
に
「
小
さ
な
損
害
賠
償
」
と
も
言
わ
れ
る
。
損
害
が

発
生
し
た
と
き
は
、
義
務
違
反
が
重
大
で
な
い
場
合
で
あ
っ
て
も
、
Ｂ
Ｇ
Ｂ
二
八
〇
条
に
基
づ
く
損
害
賠
償
を
請
求
す
る
こ
と
は
可
能
で
あ

る
。

オ　

給
付
に
代
わ
る
損
害
賠
償
（
大
き
な
損
害
賠
償
）

　

Ｂ
Ｇ
Ｂ
四
三
七
条
三
号
は
、
Ｂ
Ｇ
Ｂ
二
八
一
条
、
二
八
三
条
お
よ
び
三
一
一
a
条
に
基
づ
い
て
、
給
付
に
代
わ
る
損
害
賠
償
を
請
求
す
る

こ
と
が
で
き
る
と
定
め
る
。
こ
の
と
き
、
損
害
は
、
契
約
が
履
行
さ
れ
た
な
ら
ば
あ
っ
た
で
あ
ろ
う
状
態
に
基
づ
い
て
算
定
さ
れ
る
。
そ
れ

ゆ
え
、
一
般
的
に
、
解
除
と
同
様
の
効
果
を
有
す
る
「
大
き
な
損
害
賠
償
」
と
も
言
わ
れ
る
。
給
付
に
代
わ
る
損
害
賠
償
は
、
Ｂ
Ｇ
Ｂ
二
八

〇
条
と
同
様
に
、
売
主
の
過
失
ま
た
は
損
害
担
保
の
引
受
け
を
要
件
と
す
る
。
し
か
し
、
そ
の
法
律
効
果
は
二
八
〇
条
で
認
め
ら
れ
る
法
律

効
果
を
超
え
る
も
の
で
あ
る
た
め
、
同
条
と
は
異
な
る
付
加
的
要
件
が
定
め
ら
れ
て
い
る
（
Ｂ
Ｇ
Ｂ
二
八
〇
条
三
項
）。
す
な
わ
ち
、
Ｂ
Ｇ

Ｂ
二
八
一
条
は
、債
権
者
に
よ
る
相
当
期
間
の
設
定
（
一
項
）、あ
る
い
は
、そ
の
期
間
設
定
が
不
要
で
あ
る
場
合
（
二
項
）
を
定
め
て
お
り
、

解
除
と
同
様
に
、
義
務
違
反
が
重
大
で
な
い
場
合
に
は
、
給
付
に
代
わ
る
損
害
賠
償
を
請
求
す
る
こ
と
が
で
き
ず
（
一
項
三
文
）、
一
部
給

付
の
場
合
に
は
、
債
権
者
が
給
付
の
一
部
に
つ
い
て
利
益
を
有
し
な
い
場
合
に
の
み
全
部
の
給
付
に
代
わ
る
損
害
賠
償
を
請
求
す
る
こ
と
が

　
（
一
八
三
〇
）
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で
き
る
（
一
項
二
文
）
と
定
め
る
。
Ｂ
Ｇ
Ｂ
二
八
三
条
お
よ
び
三
一
一
a
条
二
項
は
、
後
発
的
不
能
ま
た
は
原
始
的
不
能
の
場
合
に
大
き
な

損
害
賠
償
を
認
め
る
。

カ　

費
用
賠
償

　

Ｂ
Ｇ
Ｂ
四
三
七
条
三
号
が
参
照
す
る
二
八
四
条
は
、
無
駄
に
な
っ
た
費
用
の
賠
償
を
請
求
す
る
こ
と
が
で
き
る
と
規
定
す
る
。
費
用
賠
償

は
、
給
付
に
代
わ
る
損
害
賠
償
に
代
え
て
認
め
ら
れ
る
も
の
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
大
き
な
損
害
賠
償
と
同
様
の
要
件
の
下
で
請
求
す
る

こ
と
が
で
き
る
。
た
だ
し
、
損
害
は
、
契
約
が
履
行
さ
れ
た
状
態
に
基
づ
い
て
算
定
さ
れ
る
の
で
は
な
く
、
契
約
の
成
立
お
よ
び
契
約
の
実

現
を
期
待
し
て
支
出
し
た
費
用
を
も
と
に
算
定
さ
れ
る
。

ⅱ　

契
約
締
結
上
の
過
失

　

冒
頭
に
述
べ
た
と
お
り
、
契
約
締
結
の
前
段
階
に
お
い
て
説
明
義
務
・
情
報
提
供
義
務
違
反
が
あ
っ
た
場
合
、
Ｂ
Ｇ
Ｂ
旧
法
下
で
は
、
買

主
に
対
し
て
、
契
約
締
結
上
の
過
失
に
基
づ
く
契
約
解
消
請
求
権
を
認
め
る
判
例
準
則
が
確
立
さ
れ
て
い
た（

23
）。

債
務
法
の
現
代
化
に
伴
い
、

こ
の
判
例
法
理
は
明
文
上
の
根
拠
を
有
す
る
に
至
っ
た
。
現
行
法
の
下
で
は
、
契
約
締
結
上
の
過
失
に
基
づ
く
契
約
解
消
は
、
次
の
よ
う
に

処
理
さ
れ
る
こ
と
に
な
る（

24
）。

　

す
な
わ
ち
、契
約
交
渉
の
開
始
（
Ｂ
Ｇ
Ｂ
三
一
一
条
二
項
一
号
）
に
よ
っ
て
生
ず
る
債
務
関
係
に
基
づ
く
義
務
（
Ｂ
Ｇ
Ｂ
二
四
一
条
二
項
）

に
違
反
す
る
者
は
、
Ｂ
Ｇ
Ｂ
二
八
〇
条
一
項
に
よ
っ
て
損
害
賠
償
を
義
務
づ
け
ら
れ
る
。
そ
れ
ゆ
え
、
売
主
が
説
明
義
務
な
い
し
情
報
提
供

義
務
に
違
反
し
た
場
合
、
そ
の
者
は
損
害
賠
償
の
責
任
を
負
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
こ
の
損
害
賠
償
請
求
権
の
法
律
効
果
は
、
原
状
回
復

で
あ
る
（
Ｂ
Ｇ
Ｂ
二
四
九
条
一
項
）。
し
た
が
っ
て
、
相
手
方
は
、
契
約
が
締
結
さ
れ
な
か
っ
た
の
と
同
様
の
状
態
に
置
か
れ
な
け
れ
ば
な

ら
な
い
。
さ
ら
に
、
判
例
に
よ
れ
ば
、
当
該
損
害
賠
償
請
求
権
の
行
使
期
間
に
関
し
て
、
Ｂ
Ｇ
Ｂ
一
九
五
条
の
通
常
の
時
効
期
間
（
三
年
）

　
（
一
八
三
一
）
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が
適
用
さ
れ
る（

25
）。

2　

両
責
任
の
適
用
関
係

　

以
上
概
観
し
た
と
お
り
、
新
債
務
法
の
下
で
は
、
旧
法
下
と
は
大
き
く
異
な
る
制
度
体
系
が
採
用
さ
れ
た
。
そ
れ
ゆ
え
、
瑕
疵
担
保
責
任

と
契
約
締
結
上
の
過
失
責
任
の
適
用
関
係
を
め
ぐ
る
従
来
の
議
論
に
も
少
な
か
ら
ず
変
化
が
見
ら
れ
る
。
以
下
で
は
、
両
責
任
の
適
用
関
係

を
め
ぐ
る
議
論
の
枠
組
み
を
提
示
し
、
さ
ら
に
詳
細
な
学
説
の
議
論
を
整
理
し
て
い
く
こ
と
と
す
る
。

ⅰ　

競
合
説
の
論
拠

　

ま
ず
、
瑕
疵
担
保
責
任
と
並
ん
で
契
約
締
結
上
の
過
失
責
任
の
重
畳
適
用
を
肯
定
す
る
見
解
が
あ
る
。
競
合
説
の
主
た
る
論
拠
は
、
現
行

の
瑕
疵
担
保
法
の
体
系
上
の
位
置
づ
け
、
お
よ
び
、
損
害
賠
償
に
お
け
る
過
失
責
任
主
義
の
採
用
に
あ
る
。
前
述
し
た
と
お
り
、
新
債
務
法

の
下
で
は
、
瑕
疵
担
保
法
に
基
づ
く
解
除
お
よ
び
損
害
賠
償
請
求
権
は
、
一
般
給
付
障
害
法
で
統
一
さ
れ
て
お
り
（
Ｂ
Ｇ
Ｂ
四
三
七
条
で
準

用
す
る
Ｂ
Ｇ
Ｂ
二
八
〇
条
以
下
、
三
二
三
条
、
三
二
六
条
五
項
を
参
照
。）、
さ
ら
に
、
瑕
疵
担
保
法
に
基
づ
く
損
害
賠
償
は
、
契
約
締
結
上

の
過
失
に
基
づ
く
損
害
賠
償
と
同
じ
く
過
失
で
十
分
で
あ
る
と
さ
れ
て
い
る
。
つ
ま
り
、
旧
法
下
に
お
け
る
の
と
異
な
り
、
故
意
は
も
は
や

損
害
賠
償
請
求
権
の
要
件
と
さ
れ
て
い
な
い
（
Ｂ
Ｇ
Ｂ
旧
四
六
三
条
二
文
の
削
除
）。
こ
の
よ
う
に
、
売
主
が
故
意
に
振
舞
っ
た
場
合
に
の

み
損
害
賠
償
請
求
権
を
認
め
て
い
た
旧
瑕
疵
担
保
法
の
特
別
規
定
性
が
失
わ
れ
た
こ
と
か
ら
す
れ
ば
、
旧
法
下
に
お
い
て
瑕
疵
担
保
責
任
の

優
先
を
認
め
て
き
た
従
来
の
判
例
理
論
は
修
正
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
い
う（

26
）。

　
（
一
八
三
二
）
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ⅱ　

非
競
合
説
の
論
拠

　

こ
れ
に
対
し
て
、
非
競
合
説
は
、
以
下
に
述
べ
る
体
系
上
の
論
拠
か
ら
、
新
債
務
法
の
下
に
お
い
て
も
な
お
、
瑕
疵
担
保
法
が
契
約
締
結

上
の
過
失
に
優
先
す
る
と
主
張
す
る
。

　

第
一
に
、
時
効
準
則
に
関
す
る
論
拠
が
挙
げ
ら
れ
る
。
す
な
わ
ち
、
非
競
合
説
に
よ
れ
ば
、
旧
法
下
と
比
べ
る
と
、
瑕
疵
担
保
請
求
権
（
Ｂ

Ｇ
Ｂ
四
三
八
条
）
お
よ
び
契
約
締
結
上
の
過
失
に
基
づ
く
請
求
権
（
Ｂ
Ｇ
Ｂ
一
九
五
条
）
の
時
効
期
間
の
相
違
は
確
か
に
緩
和
さ
れ
て
い
る
。

し
か
し
、
瑕
疵
担
保
請
求
権
は
、
通
常
、
目
的
物
の
引
渡
し
、
ま
た
は
、
譲
渡
の
後
、
二
年
を
経
過
し
た
時
点
で
時
効
に
か
か
る
の
に
対
し

て
（
Ｂ
Ｇ
Ｂ
四
三
八
条
一
項
三
号
）、
契
約
締
結
上
の
過
失
に
基
づ
く
請
求
権
の
場
合
に
は
、
三
年
の
時
効
期
間
が
適
用
さ
れ
る
（
Ｂ
Ｇ
Ｂ

一
九
五
条
）。
こ
の
よ
う
な
時
効
期
間
の
相
違
か
ら
、
売
主
は
、
契
約
締
結
上
の
過
失
に
よ
れ
ば
、
瑕
疵
担
保
責
任
よ
り
も
一
年
以
上
長
期

に
わ
た
っ
て
責
任
を
負
う
こ
と
と
な
る
。
さ
ら
に
、
契
約
締
結
上
の
過
失
に
基
づ
く
請
求
権
の
場
合
、
瑕
疵
担
保
請
求
権
と
異
な
り
、
時
効

期
間
は
、
債
権
者
が
請
求
の
基
礎
と
な
る
事
情
を
認
識
し
て
か
ら
、
ま
た
は
、
重
過
失
な
く
当
該
事
情
を
知
ら
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
で

あ
ろ
う
と
き
か
ら
、
は
じ
め
て
進
行
を
開
始
す
る
と
い
う
点
も
重
要
で
あ
る
。
こ
れ
に
対
し
て
、
瑕
疵
担
保
請
求
権
の
場
合
、
瑕
疵
の
認
識

と
は
無
関
係
に
物
の
引
渡
し
に
よ
っ
て
進
行
を
開
始
す
る
（
Ｂ
Ｇ
Ｂ
四
三
八
条
二
項
）。
し
た
が
っ
て
、
過
失
に
よ
る
説
明
義
務
・
情
報
提

供
義
務
違
反
が
あ
る
場
合
に
、
瑕
疵
担
保
法
上
の
時
効
期
間
を
超
え
て
契
約
締
結
上
の
過
失
責
任
を
認
め
る
こ
と
は
立
法
者
の
決
定
に
反
す

る
と
い
う（

27
）。

　

第
二
に
、
非
競
合
説
は
、
も
っ
と
も
重
要
な
論
拠
と
し
て
、
新
た
に
追
完
請
求
権
の
優
先
が
規
律
さ
れ
た
こ
と
を
挙
げ
て
い
る
。
す
な
わ

ち
、
買
主
は
、
解
除
ま
た
は
損
害
賠
償
を
請
求
す
る
前
に
、
原
則
と
し
て
、
一
定
期
間
を
定
め
た
上
で
売
主
に
追
完
の
た
め
の
機
会
を
与
え

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
が
、
契
約
締
結
上
の
過
失
責
任
は
、
こ
の
よ
う
な
要
件
を
定
め
て
い
な
い
。
し
た
が
っ
て
、
契
約
締
結
上
の
過
失
に
基

づ
く
請
求
権
を
瑕
疵
担
保
請
求
権
と
重
畳
的
に
認
め
る
な
ら
ば
、
瑕
疵
担
保
法
上
の
追
完
請
求
権
（
Ｂ
Ｇ
Ｂ
四
三
七
条
一
号
、
四
三
九
条
）

　
（
一
八
三
三
）
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に
特
別
な
意
義
を
認
め
た
立
法
者
の
評
価
を
無
視
す
る
こ
と
に
な
る
と
い
う（

28
）。

ⅲ　

学　

説

　

学
説
で
は
、
現
行
法
の
下
で
も
瑕
疵
担
保
法
が
優
先
適
用
さ
れ
る
と
の
見
解
（
非
競
合
説
）
が
多
数
を
占
め
て
い
る（

29
）。

た
と
え
ば
、
ヴ
ァ

イ
ラ
ー
（F

rank W
eiler

）
は
、
―
上
述
し
た
非
競
合
説
の
論
拠
の
ほ
か
に
―
両
責
任
の
責
任
基
礎
の
観
点
か
ら
も
、
瑕
疵
担
保
責
任

の
優
先
適
用
を
支
持
す
る
。
ヴ
ァ
イ
ラ
ー
に
よ
る
と
、
瑕
疵
担
保
と
契
約
締
結
上
の
過
失
は
、
基
本
的
に
は
、
そ
の
責
任
基
礎
を
異
に
し
て

お
り
（
前
者
は
履
行
責
任
、
後
者
は
信
頼
供
与
責
任
）、
そ
れ
に
応
じ
て
、
そ
の
保
護
目
的
を
異
に
す
る
。
つ
ま
り
、
瑕
疵
担
保
は
等
価
性

利
益
の
保
護
を
目
的
と
し
て
い
る
の
に
対
し
て
、
契
約
締
結
上
の
過
失
は
決
定
自
由
の
保
護
を
目
的
と
す
る
。
そ
し
て
、
こ
の
よ
う
な
両
者

の
保
護
目
的
の
相
違
は
、
一
見
す
る
と
、
両
責
任
の
競
合
を
導
く
根
拠
に
な
る
と
も
考
え
ら
れ
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
購
入
物
が
価
格
相
当

で
あ
る
か
に
つ
い
て
の
買
主
の
適
切
な
判
断
は
、
決
定
自
由
が
保
障
さ
れ
て
こ
そ
可
能
と
な
る
。
そ
の
意
味
で
は
、
決
定
自
由
の
保
護
は
等

価
性
利
益
の
保
護
に
も
資
す
る
の
で
あ
り
、
契
約
締
結
上
の
過
失
も
ま
た
、
等
価
性
利
益
の
保
護
を
目
的
と
し
て
い
る
。
さ
ら
に
、
買
主
の

決
定
自
由
は
契
約
上
の
合
意
に
よ
っ
て
保
護
さ
れ
、
物
の
瑕
疵
が
存
す
る
場
合
に
は
、
瑕
疵
担
保
法
に
よ
っ
て
買
主
の
決
定
自
由
に
対
す
る

利
益
も
充
足
さ
れ
る
。
し
た
が
っ
て
、
両
責
任
の
保
護
目
的
の
相
違
を
理
由
と
し
て
、
重
量
的
に
契
約
締
結
上
の
過
失
責
任
を
認
め
る
根
拠

は
存
し
な
い（

30
）。

　

こ
れ
に
対
し
て
、
一
部
の
学
説
は
、
瑕
疵
担
保
責
任
と
契
約
締
結
上
の
過
失
責
任
と
の
競
合
を
肯
定
す
る（

31
）。

た
と
え
ば
、
ホ
イ
ブ
ラ
イ
ン

（M
artin H

äublein

）
は
、
そ
の
主
た
る
論
拠
を
瑕
疵
担
保
法
上
の
短
期
時
効
に
求
め
、
単
に
売
買
契
約
に
お
い
て
加
害
行
為
を
行
っ
た
と

い
う
だ
け
で
、
有
責
に
振
舞
っ
た
売
主
に
こ
の
よ
う
な
短
期
時
効
に
よ
る
「
特
権
」
を
与
え
る
こ
と
は
で
き
な
い
と
す
る（

32
）。

ま
た
、
ヴ
ァ
イ

ラ
ー
の
見
解
に
対
し
て
、
契
約
締
結
上
の
過
失
も
等
価
性
利
益
を
保
護
す
る
と
の
論
拠
に
よ
っ
て
、
こ
の
よ
う
な
売
主
の
「
特
権
」
を
正
当

　
（
一
八
三
四
）
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化
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
と
批
判
す
る
。
そ
の
理
由
と
し
て
、
瑕
疵
担
保
法
は
、
等
価
性
利
益
の
賠
償
請
求
に
限
定
し
て
い
な
い
こ
と
、
さ

ら
に
、
物
の
買
主
は
、
給
付
と
反
対
給
付
と
の
等
価
性
に
関
し
て
だ
け
で
な
く
、
自
己
の
財
産
へ
の
損
失
を
回
避
す
る
た
め
に
も
正
確
な
説

明
を
受
け
る
利
益
を
有
し
て
い
る
こ
と
を
挙
げ
る（

33
）。

　

も
っ
と
も
、
競
合
説
に
お
い
て
も
、
無
条
件
に
両
責
任
の
並
存
を
認
め
る
わ
け
で
は
な
く
、
規
範
調
整
の
観
点
か
ら
、
一
定
の
修
正
が
施

さ
れ
て
い
る
こ
と
に
注
意
を
要
す
る
。
こ
れ
に
つ
い
て
、
二
つ
の
方
向
か
ら
の
ア
プ
ロ
ー
チ
が
示
さ
れ
て
い
る
。
ま
ず
、
時
効
期
間
の
観
点

か
ら
修
正
を
図
る
見
解
と
し
て
、
ラ
イ
シ
ュ
ル
（K

laus R
eischl

）
は
、
競
合
説
に
立
ち
つ
つ
も
、
契
約
締
結
上
の
過
失
に
基
づ
く
請
求
権

に
つ
い
て
、
Ｂ
Ｇ
Ｂ
四
三
八
条
の
類
推
適
用
を
検
討
し
て
い
る（

34
）。

そ
の
結
果
、
契
約
締
結
上
の
過
失
に
基
づ
く
契
約
解
消
は
、
瑕
疵
担
保
法

上
の
短
期
の
時
効
期
間
に
服
す
る
こ
と
と
な
る
。
他
方
で
、
ホ
イ
ブ
ラ
イ
ン
は
、
契
約
締
結
上
の
過
失
に
基
づ
く
契
約
解
消
請
求
権
を
行
使

す
る
前
提
と
し
て
、
買
主
の
「
追
完
請
求
権
」
を
要
求
す
る（

35
）。

こ
の
見
解
は
、
売
買
法
上
の
買
主
の
権
利
で
あ
る
追
完
請
求
権
を
明
文
の
規

定
な
く
契
約
締
結
段
階
の
規
律
に
導
入
す
る
点
で
独
特
で
あ
る
が
、
瑕
疵
担
保
法
の
短
期
時
効
の
壁
か
ら
被
害
者
（
買
主
）
を
救
済
し
つ
つ

も
、
売
買
法
に
お
け
る
第
一
次
的
な
追
完
請
求
権
に
配
慮
し
た
解
釈
論
と
言
え
る
。

ⅳ　

小　

括

　

以
上
の
よ
う
に
、
学
説
で
は
、
基
本
的
に
、
上
述
し
た
競
合
説
・
非
競
合
説
の
枠
組
み
で
責
任
競
合
論
が
展
開
さ
れ
て
い
る
。
そ
し
て
、

新
債
務
法
の
下
で
も
、
旧
法
下
と
同
様
、
非
競
合
説
を
支
持
す
る
見
解
が
多
数
で
あ
り
、
競
合
説
は
少
数
に
と
ど
ま
っ
て
い
る
。

　

判
例
、
と
り
わ
け
最
上
級
審
レ
ベ
ル
で
は
、
こ
れ
ま
で
の
と
こ
ろ
、
新
債
務
法
の
下
で
責
任
競
合
論
を
明
示
的
に
判
断
す
る
事
案
が
現
れ

て
い
な
い（

36
）。

下
級
審
レ
ベ
ル
で
は
、
旧
法
下
に
お
け
る
の
と
特
に
異
な
る
理
由
づ
け
を
す
る
こ
と
な
く
、
瑕
疵
担
保
法
優
先
原
則
が
依
然
と

し
て
維
持
さ
れ
て
い
る（

37
）。

こ
の
こ
と
か
ら
、
責
任
競
合
論
に
関
す
る
ド
イ
ツ
の
議
論
状
況
を
全
体
と
し
て
通
覧
し
て
み
た
と
き
、
旧
法
下
と

　
（
一
八
三
五
）
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同
様
、
新
債
務
法
の
下
で
も
瑕
疵
担
保
優
先
原
則
は
維
持
さ
れ
て
い
る
と
理
解
で
き
る
。
こ
の
よ
う
な
見
方
は
、
単
な
る
学
説
の
数
の
上
で

の
比
較
だ
け
で
な
く
、
競
合
説
に
立
つ
見
解
が
非
競
合
説
に
一
定
程
度
の
歩
み
寄
り
を
見
せ
て
い
る
こ
と
な
ど
か
ら
も
根
拠
づ
け
る
こ
と
が

で
き
よ
う
。

3　

瑕
疵
担
保
責
任
の
優
先
の
範
囲

　

支
配
的
見
解
（
非
競
合
説
）
を
前
提
と
し
た
場
合
、つ
ぎ
に
問
題
と
な
る
の
が
、瑕
疵
担
保
責
任
と
契
約
締
結
上
の
過
失
責
任
の
適
用
「
範

囲
」
で
あ
る
。
言
い
換
え
れ
ば
、
瑕
疵
担
保
法
は
、
い
か
な
る
範
囲
で
契
約
締
結
上
の
過
失
に
対
し
て
優
先
す
る
か
が
問
題
と
な
る
。
瑕
疵

担
保
法
の
優
先
の
範
囲
は
、
基
本
的
に
物
の
瑕
疵
を
ど
の
程
度
広
く
認
め
る
か
に
左
右
さ
れ
る
。

　

Ｂ
Ｇ
Ｂ
旧
法
下
に
お
い
て
は
、
前
述
し
た
と
お
り
、
物
の
瑕
疵
概
念
が
非
常
に
狭
く
解
さ
れ
て
い
た
た
め
、
契
約
締
結
上
の
過
失
の
果
た

す
役
割
が
大
き
か
っ
た
。
と
り
わ
け
、
企
業
売
買
の
諸
事
例
に
お
い
て
、
判
例
は
、
継
続
性
の
基
準
―
外
的
な
諸
事
情
が
購
入
物
に
「
一

定
期
間
」
付
着
し
て
い
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
の
基
準
―
を
好
ん
で
用
い
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
契
約
締
結
上
の
過
失
の
適
用
領
域
を
拡
大

さ
せ
る
こ
と
に
努
め
た（

38
）。

い
う
ま
で
も
な
く
、
判
例
の
採
用
す
る
厳
格
な
瑕
疵
概
念
に
は
、
瑕
疵
担
保
法
上
の
短
期
時
効
を
回
避
で
き
る
と

い
う
大
き
な
利
点
が
あ
っ
た
か
ら
で
あ
る
。

ⅰ　

現
行
法
の
状
況

　

新
債
務
法
の
下
で
は
、
Ｂ
Ｇ
Ｂ
旧
四
五
九
条
に
お
け
る
「
欠
点
（F

ehler
）」（
一
項
）
と
「
保
証
さ
れ
た
性
質
（die zugesicherten 

E
igenschaften

）」（
二
項
）
と
の
区
別
が
な
く
な
っ
た
。
こ
れ
に
代
え
て
、
現
行
の
Ｂ
Ｇ
Ｂ
四
三
四
条
で
は
、
両
者
を
統
一
す
る
性
状
概

念
が
採
用
さ
れ
て
い
る
。
そ
れ
ゆ
え
、
こ
う
し
た
明
文
上
の
修
正
が
旧
法
下
の
瑕
疵
概
念
に
い
か
な
る
影
響
を
及
ぼ
し
た
の
か
を
考
え
て
お

　
（
一
八
三
六
）
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く
必
要
が
あ
る（

39
）。

も
っ
と
も
、
現
行
法
の
下
で
の
性
状
概
念
（
あ
る
い
は
物
の
瑕
疵
概
念
）
そ
れ
自
体
を
詳
細
に
検
討
す
る
こ
と
は
、
本
稿

の
目
的
を
超
え
る
。
し
た
が
っ
て
、
こ
こ
で
は
、
問
題
を
把
握
す
る
上
で
参
考
に
な
る
下
級
審
裁
判
例
と
近
時
の
有
力
学
説
の
考
え
方
の
み

を
取
り
上
げ
て
検
討
す
る
。

ⅱ　

下
級
審
裁
判
例
と
近
時
の
有
力
説

　

瑕
疵
担
保
法
と
契
約
締
結
上
の
過
失
の
適
用
範
囲
を
確
定
す
る
物
の
瑕
疵
概
念
に
つ
い
て
、
旧
法
下
に
お
け
る
判
例
と
同
様
、
厳
格
な
瑕

疵
概
念
を
維
持
す
る
下
級
審
裁
判
例
が
あ
る
。
売
却
さ
れ
た
ト
ラ
ッ
ク
が
輸
入
車
で
あ
る
と
い
う
事
情
が
物
の
瑕
疵
に
該
当
す
る
か
否
か
が

問
題
と
な
っ
た
事
案
で
、
ハ
ム
上
級
地
方
裁
判
所
は
、
従
来
の
Ｂ
Ｇ
Ｂ
旧
四
五
九
条
一
項
に
よ
る
瑕
疵
概
念
に
依
拠
し
て
、
物
の
瑕
疵
の
存

在
を
否
定
し
た
。
す
な
わ
ち
、
同
判
決
に
よ
れ
ば
、
購
入
物
と
そ
れ
に
関
連
し
て
「
一
定
期
間
付
着
」
す
る
環
境
の
み
が
、
Ｂ
Ｇ
Ｂ
四
三
四

条
の
性
状
に
含
ま
れ
る（

40
）。

　

学
説
の
一
部
に
は
、
こ
の
判
決
と
同
様
に
性
状
概
念
を
厳
格
に
解
す
る
も
の
も
あ
る（

41
）。

し
か
し
、
近
時
の
有
力
な
見
解
に
よ
れ
ば
、
新
債

務
法
の
下
で
の
瑕
疵
概
念
に
つ
い
て
、
継
続
性
な
い
し
付
着
の
要
件
は
も
は
や
問
題
に
な
ら
な
い
と
い
う（

42
）。

こ
の
見
解
は
、
広
範
な
性
状
概

念
の
論
拠
を
Ｅ
Ｕ
指
令
―
消
費
用
動
産
売
買
指
令（

43
）

―
に
求
め
た
上
で
、
当
該
指
令
は
売
主
の
責
任
の
基
準
と
し
て
購
入
物
の
契
約
適
合

性
を
問
題
と
し
て
い
る
こ
と
、
そ
こ
で
は
（
消
費
の
目
的
と
い
っ
た
よ
う
な
）
購
入
物
に
対
し
て
外
在
的
に
存
在
す
る
諸
事
情
も
物
の
瑕
疵

を
判
断
す
る
に
あ
た
っ
て
考
慮
さ
れ
て
い
る
こ
と
を
指
摘
す
る
。
さ
ら
に
、
Ｂ
Ｇ
Ｂ
四
三
四
条
一
項
三
文
で
広
告
表
示
に
つ
い
て
の
保
証
義

務
が
規
定
さ
れ
て
い
る
こ
と
、
Ｂ
Ｇ
Ｂ
四
三
四
条
二
項
に
は
瑕
疵
あ
る
組
立
説
明
書
の
規
定
が
置
か
れ
て
い
る
こ
と
、
Ｂ
Ｇ
Ｂ
四
五
三
条
で

は
物
の
売
買
と
権
利
の
売
買
と
が
同
様
に
扱
わ
れ
て
い
る
こ
と
、
原
始
的
一
部
無
効
の
際
に
瑕
疵
担
保
責
任
が
認
め
ら
れ
て
い
る
こ
と
、
さ

ら
に
Ｂ
Ｇ
Ｂ
四
三
四
条
三
項
で
異
種
物
給
付
の
規
定
が
あ
る
こ
と
な
ど
、
従
来
よ
り
も
瑕
疵
担
保
法
の
射
程
を
拡
大
す
る
個
別
準
則
が
規
定

　
（
一
八
三
七
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さ
れ
て
い
る
こ
と
な
ど
も
継
続
性
や
付
着
と
い
っ
た
限
定
的
要
件
を
撤
廃
す
る
根
拠
に
な
る
と
い
う
。
こ
の
限
り
に
お
い
て
、
Ｂ
Ｇ
Ｂ
四
三

四
条
の
性
状
概
念
は
、
従
来
よ
り
も
広
く
解
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
い
う（

44
）。

　

近
時
の
有
力
説
の
よ
う
に
、
瑕
疵
担
保
責
任
の
優
先
適
用
原
則
を
承
認
し
、
か
つ
Ｂ
Ｇ
Ｂ
四
三
四
条
の
性
状
概
念
を
広
範
に
解
す
る
場
合
、

契
約
締
結
上
の
過
失
責
任
に
は
き
わ
め
て
限
定
的
な
適
用
領
域
し
か
与
え
ら
れ
な
い
こ
と
に
な
る
。
こ
の
よ
う
な
理
解
か
ら
生
ず
る
問
題
点

に
つ
い
て
は
、
本
稿
の
総
括
で
改
め
て
言
及
し
た
い
。

4　

悪
意
の
場
合
お
よ
び
権
利
瑕
疵
と
の
関
係

　

旧
法
下
に
お
い
て
、
判
例
は
、
売
主
が
悪
意
で
行
動
し
た
場
合
お
よ
び
権
利
瑕
疵
が
問
題
と
な
る
諸
事
例
に
つ
い
て
、
契
約
締
結
上
の
過

失
に
対
す
る
瑕
疵
担
保
法
の
優
先
を
否
定
し
て
い
た（

45
）。

こ
れ
ら
の
事
例
に
つ
い
て
、
新
債
務
法
の
下
で
は
、
ど
の
よ
う
な
議
論
が
行
わ
れ
て

い
る
か
に
つ
い
て
も
確
認
し
て
お
こ
う
。

　

ま
ず
売
主
が
悪
意
の
場
合
、
学
説
で
は
、
従
来
の
判
例
と
同
様
、
悪
意
で
行
動
し
た
者
は
「
保
護
に
値
し
な
い
」
と
の
理
由
か
ら
、
瑕
疵

担
保
責
任
と
契
約
締
結
上
の
過
失
責
任
と
の
競
合
を
認
め
る
見
解
が
一
般
的
で
あ
る（

46
）。

し
か
し
な
が
ら
、
新
債
務
法
の
下
で
は
、
瑕
疵
担
保

責
任
が
優
先
適
用
さ
れ
る
と
の
見
解
が
有
力
に
主
張
さ
れ
て
い
る（

47
）。

こ
の
見
解
は
、
新
債
務
法
の
下
で
は
、
売
主
が
悪
意
の
場
合
で
あ
っ
て

も
瑕
疵
担
保
法
上
の
追
完
請
求
権
が
優
先
し
、
買
主
は
、
原
則
と
し
て
、
追
完
が
さ
れ
な
い
ま
ま
猶
予
期
間
が
徒
過
し
た
後
に
は
じ
め
て
代

金
減
額
、解
除
ま
た
は
給
付
に
代
わ
る
損
害
賠
償
と
い
う
第
二
次
的
権
利
を
行
使
で
き
る
こ
と
を
強
調
す
る
。
こ
う
し
た
立
法
者
の
決
定
が
、

契
約
締
結
上
の
過
失
を
重
畳
的
に
適
用
す
る
こ
と
で
空
洞
化
さ
れ
て
は
な
ら
な
い
と
い
う（

48
）。

ま
た
、
瑕
疵
担
保
請
求
権
の
時
効
期
間
に
関
し

て
も
、
Ｂ
Ｇ
Ｂ
四
三
八
条
三
項
一
文
は
、
売
主
が
悪
意
の
場
合
に
は
通
常
の
時
効
期
間
（
Ｂ
Ｇ
Ｂ
一
九
五
条
）
が
適
用
さ
れ
る
と
規
定
し
て

お
り
、
こ
の
場
合
に
契
約
締
結
上
の
過
失
責
任
を
認
め
る
必
要
は
な
い
と
い（

49
）う（
50
）。
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八
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つ
ぎ
に
権
利
瑕
疵
に
つ
い
て
、
新
債
務
法
の
下
で
は
、
旧
法
下
と
異
な
り
、
物
の
瑕
疵
と
同
様
に
権
利
瑕
疵
も
瑕
疵
担
保
法
に
服
す
る
こ

と
と
な
っ
た
（
Ｂ
Ｇ
Ｂ
四
三
三
条
一
項
二
文
）。
Ｂ
Ｇ
Ｂ
四
三
七
条
は
、
物
の
瑕
疵
と
権
利
瑕
疵
を
区
別
し
て
お
ら
ず
、
買
主
に
は
、
権
利

瑕
疵
に
つ
い
て
も
物
の
瑕
疵
と
同
様
の
権
利
が
与
え
ら
れ
る
。
し
た
が
っ
て
、
現
在
の
一
般
的
な
理
解
に
よ
れ
ば
、
新
債
務
法
の
下
で
は
、

権
利
瑕
疵
の
場
合
に
も
瑕
疵
担
保
法
が
適
用
さ
れ
、
Ｂ
Ｇ
Ｂ
三
一
一
条
二
項
に
基
づ
く
契
約
締
結
上
の
過
失
責
任
は
排
除
さ
れ
る（

51
）。

Ⅳ　

総　

括

1　

瑕
疵
担
保
法
と
契
約
締
結
上
の
過
失
と
の
関
係

⑴　

下
級
審
裁
判
例
お
よ
び
学
説
の
支
配
的
見
解
に
よ
れ
ば
、
新
債
務
法
の
下
で
も
、
契
約
締
結
上
の
過
失
に
対
す
る
瑕
疵
担
保
法
の
優
先

が
認
め
ら
れ
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
瑕
疵
担
保
法
の
優
先
の
範
囲
に
つ
い
て
は
、
旧
法
下
と
は
異
な
り
、
Ｂ
Ｇ
Ｂ
四
三
四
条
の
性
状
概
念
の

理
解
に
関
連
し
て
若
干
の
変
化
が
見
ら
れ
る
。
と
く
に
学
説
に
お
け
る
有
力
な
見
解
に
よ
れ
ば
、
Ｂ
Ｇ
Ｂ
四
三
四
条
の
性
状
概
念
は
―
消

費
用
動
産
売
買
指
令
に
適
合
す
る
よ
う
に
―
広
く
解
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
ず
、
瑕
疵
担
保
法
の
射
程
は
旧
法
に
比
べ
て
か
な
り
広
が
っ
て

い
る
。
そ
れ
に
伴
い
、
契
約
締
結
上
の
過
失
の
適
用
領
域
は
、
従
来
よ
り
も
限
定
さ
れ
る
。

⑵　

し
か
し
な
が
ら
、
有
力
説
の
よ
う
な
広
範
な
性
状
概
念
の
理
解
を
前
提
と
す
る
場
合
、
つ
ぎ
の
よ
う
な
疑
問
が
生
ず
る
。
す
な
わ
ち
、

物
の
瑕
疵
に
あ
た
ら
な
い
―
つ
ま
り
、
法
的
に
重
要
で
な
い
―
と
評
価
さ
れ
た
外
的
な
諸
事
情
に
関
し
て
、
そ
も
そ
も
契
約
当
事
者
の

説
明
義
務
・
情
報
提
供
義
務
が
発
生
す
る
の
か
、
と
の
疑
問
で
あ
る
。
仮
に
両
制
度
の
適
用
領
域
が
ほ
と
ん
ど
一
致
す
る
な
ら
ば
、
瑕
疵
担

保
法
の
優
先
適
用
原
則
を
維
持
す
る
以
上
、
契
約
締
結
上
の
過
失
は
法
的
救
済
手
段
と
し
て
も
は
や
有
効
に
機
能
し
な
い
。
そ
う
す
る
と
、

新
債
務
法
の
下
で
は
、
少
な
く
と
も
情
報
提
供
責
任
の
領
域
に
お
い
て
、
契
約
締
結
上
の
過
失
は
果
た
す
べ
き
役
割
を
終
え
た
と
の
評
価
が

　
（
一
八
三
九
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で
き
そ
う
で
あ
る
。
し
か
し
、
こ
う
し
た
広
範
な
性
状
概
念
を
基
礎
に
置
く
制
度
間
競
合
問
題
の
処
理
準
則
が
妥
当
で
あ
る
か
、
議
論
の
余

地
が
あ
る
。
と
り
わ
け
、
広
範
な
性
状
概
念
の
解
釈
に
よ
っ
て
契
約
締
結
上
の
過
失
責
任
の
適
用
領
域
を
極
端
に
狭
め
て
し
ま
う
場
合
、
時

効
と
の
関
係
で
実
務
に
与
え
る
影
響
が
大
き
い（

52
）。

過
失
に
よ
る
詐
欺
の
被
害
者
救
済
と
い
う
実
際
的
観
点
か
ら
は
、
有
力
説
の
よ
う
な
広
範

な
性
状
概
念
を
採
用
す
る
こ
と
に
は
異
論
も
あ
り
得
よ
う
。
以
上
の
こ
と
を
考
え
る
と
、
今
後
は
、
Ｂ
Ｇ
Ｂ
四
三
四
条
に
お
け
る
性
状
概
念

を
さ
ら
に
明
確
化
す
る
作
業
が
必
要
に
な
る
と
思
わ
れ
る
。
本
稿
で
は
詳
細
な
検
討
を
加
え
る
こ
と
は
で
き
な
か
っ
た
が
、
す
で
に
Ｂ
Ｇ
Ｈ

レ
ベ
ル
で
こ
の
点
に
関
す
る
い
く
つ
か
の
重
要
判
決
が
出
さ
れ
て
い
る
こ
と
を
付
言
し
て
お
く（

53
）。

⑶　

売
主
が
悪
意
の
場
合
、
一
般
的
に
は
、
瑕
疵
担
保
法
と
契
約
締
結
上
の
過
失
の
競
合
が
生
ず
る
と
理
解
さ
れ
て
い
る
。
し
か
し
、
近
時

の
有
力
説
に
よ
れ
ば
、
旧
法
下
の
判
例
と
異
な
り
、
売
主
が
悪
意
の
場
合
に
も
瑕
疵
担
保
法
が
優
先
適
用
さ
れ
る
。
権
利
瑕
疵
の
場
合
、
新

債
務
法
の
下
で
は
、
瑕
疵
担
保
法
の
優
先
を
認
め
る
見
解
が
多
数
で
あ
る
。
瑕
疵
担
保
法
の
優
先
適
用
が
認
め
ら
れ
る
限
り
に
お
い
て
、
契

約
締
結
上
の
過
失
は
排
除
さ
れ
る
。

2　

詐
欺
取
消
し
と
契
約
締
結
上
の
過
失
と
の
関
係

　

瑕
疵
担
保
法
の
射
程
が
及
ば
な
い
領
域
―
Ｂ
Ｇ
Ｂ
四
三
四
条
の
性
状
に
関
連
し
な
い
説
明
義
務
・
情
報
提
供
義
務
の
違
反
―
に
つ
い

て
は
、
契
約
締
結
上
の
過
失
が
適
用
さ
れ
る
。
契
約
締
結
上
の
過
失
に
基
づ
く
損
害
賠
償
の
法
律
効
果
と
し
て
契
約
の
解
消
を
請
求
す
る
場

合
、
詐
欺
取
消
規
定
と
の
規
範
摩
擦
が
生
じ
う
る
。
新
債
務
法
の
下
で
は
、
Ｂ
Ｇ
Ｂ
二
四
一
条
二
項
、
三
一
一
条
二
項
に
お
い
て
、
契
約
締

結
前
の
当
事
者
の
行
為
義
務
と
し
て
、
相
手
方
の
「
利
益
」、
す
な
わ
ち
自
己
決
定
権
へ
の
配
慮
義
務
が
規
定
さ
れ
た
。
こ
れ
に
よ
り
、
契

約
締
結
上
の
過
失
に
基
づ
く
契
約
解
消
の
要
件
と
し
て
、「
財
産
損
害
」
の
発
生
を
要
す
る
か
と
い
う
、
旧
法
下
に
お
い
て
議
論
の
あ
っ
た

問
題
は
立
法
的
に
解
決
さ
れ
た（

54
）。

し
た
が
っ
て
、
新
債
務
法
の
下
で
は
、「
財
産
損
害
」
の
発
生
を
要
件
と
す
る
こ
と
な
く
、
契
約
締
結
上

　
（
一
八
四
〇
）
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失
の
交
錯

 

九
七

同
志
社
法
学　

六
〇
巻
五
号

の
過
失
に
基
づ
く
契
約
解
消
請
求
権
を
行
使
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

（
1
）　

い
わ
ゆ
る
「
旋
盤
事
件
」
と
し
て
有
名
な
判
決
（B

G
H

, N
JW

 1962, 1196.

）
で
確
立
し
た
判
例
法
理
で
あ
る
。

（
2
）　

判
例
法
理
に
対
す
る
批
判
に
つ
い
て
、D

ieter M
edicus, G

renzen der H
aftung für culpa in contrahendo, JuS 1965, S. 211 ff.

を
参
照
。
判
例
・
学
説
の
議

論
状
況
に
つ
い
て
、
詳
し
く
は
、
今
西
康
人
「
ド
イ
ツ
に
お
け
る
契
約
締
結
上
の
過
失
責
任
論
の
展
開
（
二
）」
六
甲
台
論
集
二
八
巻
三
号
（
一
九
八
一
年
）
四
五
頁

以
下
、
潮
見
佳
男
『
契
約
法
理
の
現
代
化
』（
有
斐
閣
、
二
〇
〇
四
年
）
一
四
二
頁
以
下
〔
初
出
「
ド
イ
ツ
に
お
け
る
情
報
提
供
義
務
論
の
展
開
（
一
）
〜
（
三
・
完
）」

法
学
論
叢
一
四
五
巻
二
号
、
三
号
、
四
号
（
一
九
九
九
年
）〕
を
参
照
。
そ
の
ほ
か
、
拙
稿
「
ド
イ
ツ
情
報
提
供
責
任
論
の
展
開
―
制
度
間
競
合
論
の
視
点
か
ら
―
」

同
法
五
九
巻
三
号
（
二
〇
〇
七
年
）
八
九
頁
の
注
（
12
）
で
挙
げ
た
諸
文
献
も
参
照
さ
れ
た
い
。

（
3
）　

現
行
法
の
状
況
に
つ
い
て
、
詳
し
く
は
、
川
角
由
和
「
ド
イ
ツ
債
務
法
の
現
代
化
と
『
契
約
締
結
上
の
過
失
』（culpa in contrahendo

）」『
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
私
法
の
動

向
と
課
題
』（
日
本
評
論
社
、二
〇
〇
三
年
）
二
一
一
頁
以
下
、半
田
吉
信
『
ド
イ
ツ
債
務
法
現
代
化
法
概
説
』（
信
山
社
、二
〇
〇
三
年
）
一
九
四
頁
以
下
、円
谷
峻
『
新
・

契
約
の
成
立
と
責
任
』（
成
文
堂
、
二
〇
〇
四
年
）
二
七
六
頁
以
下
、
拙
稿
・
前
掲
注
（
2
）
一
一
七
頁
以
下
を
参
照
。

（
4
）　

典
型
例
と
し
て
、
た
と
え
ば
不
動
産
売
買
契
約
に
お
け
る
不
動
産
の
環
境
瑕
疵
や
心
理
的
瑕
疵
な
ど
に
対
し
て
、
瑕
疵
担
保
責
任
と
と
も
に
、
売
主
の
説
明
義
務
・

情
報
提
供
義
務
違
反
に
対
す
る
損
害
賠
償
責
任
が
問
題
と
な
る
場
合
な
ど
が
考
え
ら
れ
る
。
な
お
、
新
債
務
法
の
下
で
は
、
瑕
疵
担
保
法
上
の
解
除
が
請
求
権
と
し

て
のW

andelung

か
ら
形
成
権
と
し
て
のR

ücktritt
に
変
更
さ
れ
た
の
で
、
今
後
は
、
二
つ
の
「
請
求
権
」
の
競
合
問
題
と
い
う
よ
り
、
請
求
権
競
合
類
似
の
問
題

と
捉
え
ら
れ
る
こ
と
に
な
る
。

（
5
）　

北
川
善
太
郎
『
契
約
責
任
の
研
究
』（
有
斐
閣
、
昭
和
三
八
年
）
一
三
六
頁
以
下
、
と
く
に
一
五
七
頁
、
一
八
九
頁
、
今
西
康
人
「
ド
イ
ツ
に
お
け
る
契
約
締
結
上

の
過
失
責
任
理
論
の
展
開
（
一
）」
六
甲
台
論
集
二
八
巻
二
号
（
一
九
八
一
年
）
一
三
頁
以
下
、
右
近
健
男
編
『
注
釈
ド
イ
ツ
契
約
法
』（
三
省
堂
、
一
九
九
五
年
）

三
五
頁
以
下
、
と
く
に
六
二
頁
以
下
〔
今
西
康
人
〕、
半
田
吉
信
「
ド
イ
ツ
民
法
に
お
け
る
瑕
疵
担
保
責
任
と
契
約
締
結
上
の
過
失
責
任
」
山
畠
正
男
＝
五
十
嵐
清
＝

藪
重
夫
古
稀
記
念
『
民
法
学
と
比
較
法
学
の
諸
相
Ⅰ
』（
信
山
社
、
一
九
九
六
年
）
二
四
三
頁
以
下
、
宮
本
健
蔵
「
債
務
不
履
行
法
体
系
の
新
た
な
構
築
―
ウ
ル
リ
ッ

ヒ
・
フ
ー
バ
ー
の
鑑
定
意
見
―
」『
西
ド
イ
ツ
債
務
法
改
正
鑑
定
意
見
の
研
究　

法
政
大
学
現
代
法
研
究
所
叢
書
九
』（
日
本
評
論
社
、
一
九
八
八
年
）
一
二
一
頁
以
下
、

と
く
に
一
五
〇
頁
、
一
五
一
頁
。

（
6
）　

Ｂ
Ｇ
Ｂ
旧
法
下
に
お
け
る
瑕
疵
担
保
法
と
契
約
締
結
上
の
過
失
の
競
合
問
題
を
め
ぐ
る
議
論
状
況
に
つ
い
て
は
、
さ
し
あ
た
り
、H

ans C
hristoph G

rigoleit, 

V
orvertraglich

e In
form

ation
sh

aftu
n

g, 1997, S
. 219 ff.; R

ein
h

ard
 S

in
ger, F

eh
ler b

eim
 K

au
f

―Z
u

m
 V

erh
ältn

is von
 M

än
gelgew

äh
rleistu

n
g, 

　
（
一
八
四
一
）



ド
イ
ツ
新
債
務
法
に
お
け
る
瑕
疵
担
保
法
と
契
約
締
結
上
の
過
失
の
交
錯

 

九
八

同
志
社
法
学　

六
〇
巻
五
号

Irrtum
sanfechtung und culpa in contrahendo, in: F

estschrift 50 Jahre B
G

H
, 2000, S. 381 ff; M

ünch-K
om

m
/E

m
m

erich,

§311, 4. A
ufl., R

n. 124 ff.

な

ど
を
参
照
。
企
業
売
買
の
問
題
に
つ
い
て
は
、
と
り
わ
けU

lrich H
uber, D

ie P
raxis des U

nternehm
enskaufs im

 System
 des K

aufrechts, A
cP

 202 （2002

）, 

S. 197 ff.

さ
ら
に
、
瑕
疵
担
保
法
の
歴
史
的
背
景
な
ら
び
に
国
際
物
品
売
買
条
約
（U
N

-K
aufrecht

）
と
の
比
較
を
論
じ
る
も
の
と
し
て
、H

ans P
eter 

M
arutschke, P

roblem
e der K

onkurrenz von Sachm
ängelgew

ährleistung und culpa in contrahendo beim
 K

auf, JuS 1999, S. 729 ff.

を
参
照
。

（
7
）　

B
G

H
Z

 60, 319. 

＝ N
JW

 1973, 1234.

（
8
）　

V
gl. B

G
H

Z
 114, 263.; B

G
H

 N
JW

 1992, 1615 f. B
G

H
 N

JW
 1992, 2564.; B

G
H

 N
JW

 1995, 2550.; B
G

H
 N

JW
 1995, 45 f.

（
9
）　

V
gl. B

G
H

, N
JW

 2002, 208, 210; B
G

H
, N

JW
 1999, 1404 f.; B

G
H

, N
JW

-R
R

 1990, 970 f.

（
10
）　

V
gl. B

G
H

 N
JW

-R
R

 1992, 91 f. B
G

H
 N

JW
 2000, 803 f. B

G
H

 N
JW

 2001, 2875.; JuS 2001, 1022 （m
. A

nm
. V

olker E
m

m
erich

）.

（
11
）　

前
掲
注
（
1
）
を
参
照
。

（
12
）　

V
gl. B

G
H

 N
JW

 1997, 1536.

（
13
）　

V
gl. B

G
H

 N
JW

 1998, 302.

（
14
）　

V
gl. B

G
H

, N
JW

 1985, 2472 f.

（
15
）　

V
gl. K

arl L
arenz, L

ehrbuch des Schuldrecht II 1, 13. A
ufl. 1986, S.42. 

ま
た
、
判
例
に
よ
れ
ば
、
買
主
の
購
入
し
た
不
動
産
に
悪
質
な
う
わ
さ
が
存
す
る
場

合
（
従
前
、
当
該
不
動
産
が
ラ
ブ
ホ
テ
ル
と
し
て
使
用
さ
れ
て
い
た
と
の
事
情
）、
こ
の
よ
う
な
う
わ
さ
は
購
入
物
の
性
状
に
は
該
当
し
な
い
が
、
場
合
に
よ
っ
て
は

―
た
と
え
ば
、
そ
の
う
わ
さ
に
関
係
す
る
積
極
的
な
説
明
が
あ
る
場
合
な
ど
―
Ｂ
Ｇ
Ｂ
旧
四
五
九
条
二
項
の
保
証
の
対
象
と
な
る
（B

G
H

, N
JW

 1992, 2564.

）。

（
16
）　

V
gl. U

. H
uber, A

cP
 202 （2002

）, S. 184 ff.; M
ünch-K

om
m

/E
m

m
erich, a. a. O

. （F
n. 6

）, R
n. 134 ff.

（
17
）　

V
gl. B

G
H

, N
JW

 1999, 1404.

（
18
）　

F
lorian F

aust, in: G
eorg B

am
berger/H

erbert R
oth

（H
rsg.

）, B
G

B
 K

om
m

entar, 2003, 

§ 434, R
n. 16.

は
、
判
例
の
採
用
す
る
瑕
疵
概
念
を
「
全
く
見
通
し

の
き
か
な
い
カ
ズ
イ
ス
テ
ィ
ク
」
と
述
べ
て
い
る
。
な
お
、
Ｂ
Ｇ
Ｂ
旧
法
下
に
お
け
る
学
説
は
、
今
西
・
前
掲
注
（
5
）
六
甲
台
論
集
二
八
巻
二
号
（
一
九
八
一
年
）

一
三
頁
以
下
に
詳
し
い
。
た
と
え
ば
、
判
例
批
判
説
の
代
表
的
論
者
で
あ
る
デ
ィ
ー
デ
リ
ク
セ
ン
に
よ
れ
ば
、
Ｂ
Ｇ
Ｂ
四
五
九
条
以
下
は
契
約
上
の
領
域
を
規
律
し
、

契
約
締
結
上
の
過
失
は
契
約
締
結
前
の
領
域
を
規
律
す
る
も
の
で
あ
り
、
両
規
範
は
適
用
領
域
を
異
に
し
て
い
る
と
の
理
由
か
ら
、
売
主
お
よ
び
請
負
人
が
過
失
に

よ
り
誤
っ
た
説
明
を
行
っ
た
場
合
に
は
両
責
任
が
競
合
す
る
と
い
う
。
た
だ
し
、
時
効
期
間
に
つ
い
て
制
限
を
加
え
、
契
約
締
結
上
の
過
失
に
基
づ
く
請
求
権
に
瑕

疵
担
保
責
任
の
短
期
時
効
期
間
を
適
用
す
る
（
Ｂ
Ｇ
Ｂ
四
七
七
条
、
六
三
八
条
）。U

w
e D

iederichsen, D
as Z

usam
m

entreffen von A
nsprüchen aus 

　
（
一
八
四
二
）



ド
イ
ツ
新
債
務
法
に
お
け
る
瑕
疵
担
保
法
と
契
約
締
結
上
の
過
失
の
交
錯

 

九
九

同
志
社
法
学　

六
〇
巻
五
号

V
erschulden beim

 V
ertragsschluß

 und Sachm
ängelgew

ährleistung, B
B

 1965, S. 401 ff.

を
参
照
。
そ
の
ほ
か
、
今
西
教
授
の
研
究
以
降
に
ド
イ
ツ
で
主
張
さ

れ
た
判
例
批
判
説
と
し
て
は
、Jürgen P

rölss, D
ie H

aftung des V
erkäufers von G

esellschaftsanteilen für U
nternehm

ensm
ängel, Z

IP
 1981, S. 346.

が
あ

る
。
プ
ロ
ェ
ル
ス
は
、
デ
ィ
ー
デ
リ
ク
セ
ン
の
見
解
に
依
拠
し
て
、
瑕
疵
担
保
責
任
と
契
約
締
結
上
の
過
失
責
任
と
の
競
合
を
承
認
す
る
が
、
時
効
期
間
に
関
し
て
は
、

デ
ィ
ー
デ
リ
ク
セ
ン
と
異
な
り
、
売
主
が
過
失
に
よ
り
誤
っ
た
説
明
を
行
っ
た
場
合
に
、
Ｂ
Ｇ
Ｂ
四
七
七
条
の
責
任
制
限
を
認
め
る
必
要
は
な
い
と
い
う
。
基
本
的
に
、

Singer, a. a. O
. 

（F
n. 6

）, S. 398 f.

も
プ
ロ
ェ
ル
ス
と
同
様
の
見
解
で
あ
る
。
な
お
、
判
例
と
同
様
に
、
瑕
疵
担
保
責
任
の
優
先
適
用
を
肯
定
す
る
も
の
と
し
て
、

M
edicus, JuS 1965, S. 216.

を
参
照
。
さ
ら
に
、
最
近
の
立
場
と
し
て
、G

rigoleit, R
eform

perspektiven der vorvertraglichen Inform
ationshaftung, in: 

R
einer Schulze/H

ans Schulte-N
ölke, D

ie Schuldrechtsreform
 vor dem

 H
intergrund des G

em
einschaftsrechts, 2001, S. 290 ff.

も
参
照
。

（
19
）　

vgl. B
T-D

rucks. 14/6040, S. 161 f.

（
20
）　

以
下
の
叙
述
に
つ
い
て
は
、M

anfred W
olf/Jochen K

aiser, D
ie M

ängelhaftung beim
 U

nternehm
enskauf nach neuem

 R
echt, D

B
 2002, S. 412.; C

laus-

W
ilhelm

 C
anaris, in: E

gon L
orenz 

（H
rsg.

） K
arlsruher F

orum
 2002: Schuldrechtsm

odernisierung, 2003, S. 29 ff., 32 ff., 49 ff.,

（
以
下
、K

arlsruher 

F
orum

 2002

と
し
て
引
用
す
る
。）
を
参
照
。
わ
が
国
の
文
献
と
し
て
、
岡
孝
「
目
的
物
の
瑕
疵
に
つ
い
て
の
売
主
の
責
任
」『
契
約
法
に
お
け
る
現
代
化
の
課
題
』（
法

政
大
学
出
版
局
、二
〇
〇
二
年
）
一
〇
三
頁
、青
野
博
之
「
売
買
目
的
物
に
瑕
疵
が
あ
る
場
合
に
お
け
る
買
主
の
権
利
と
売
主
の
地
位
」
判
タ
一
一
一
六
号
（
二
〇
〇
三

年
）
一
二
頁
、
石
崎
泰
雄
「
ド
イ
ツ
親
民
法
に
お
け
る
瑕
疵
担
保
責
任
の
統
合
理
論
」
駿
河
台
法
学
一
七
巻
一
号
（
二
〇
〇
三
年
）
四
七
頁
。
田
中
志
津
子
「
売
買

契
約
に
お
い
て
瑕
疵
あ
る
物
が
給
付
さ
れ
た
場
合
の
救
済
手
段
―
ド
イ
ツ
民
法
に
お
け
る
追
完
請
求
権
と
解
除
権
の
関
係
を
中
心
に
―
」『
現
代
私
法
学
の
課
題　

伊
藤
進
教
授
古
稀
記
念
論
文
集
』（
第
一
法
規
、
二
〇
〇
六
年
）
二
六
五
頁
、
渡
辺
達
徳
「
ド
イ
ツ
民
法
に
お
け
る
売
主
の
瑕
疵
責
任
」
法
時
八
〇
巻
八
号
（
二
〇
〇
八

年
）
三
〇
頁
を
参
照
。

（
21
）　

追
完
の
優
先
は
、
Ｂ
Ｇ
Ｂ
二
八
一
条
一
項
一
文
、
三
二
三
条
一
項
に
お
け
る
期
間
設
定
の
要
件
か
ら
明
ら
か
で
あ
る
（
代
金
減
額
に
つ
い
て
も
同
様
で
あ
る
）。
追

完
の
た
め
の
期
間
の
定
め
が
例
外
的
に
必
要
の
な
い
場
合
に
つ
い
て
は
、
Ｂ
Ｇ
Ｂ
四
四
〇
条
、
二
八
一
条
二
項
、
三
二
三
条
二
項
、
三
二
六
条
五
項
で
規
定
さ
れ
て

い
る
。
こ
れ
に
つ
い
て
は
、Stephan L

orenz/T
hom

as R
iehm

, L
ehrbuch zum

 neuen Schuldrecht, 2002, R
n. 576.

を
参
照
。
さ
ら
に
、
判
例
に
よ
れ
ば
、
売

主
が
物
の
瑕
疵
を
悪
意
で
黙
秘
し
た
場
合
に
は
、
解
除
、
代
金
減
額
ま
た
は
給
付
に
代
わ
る
損
害
賠
償
を
請
求
す
る
前
に
追
完
の
た
め
の
期
間
を
定
め
る
必
要
は
な

い
（vgl. B
G

H
, N

JW
 2007, 835.; B

G
H

 N
JW

 2007, 1534.; B
G

H
, U

rteil vom
 9. 1. 2008 – Ⅷ

 Z
R

 210/06.

）。

（
22
）　

た
と
え
ば
、
新
車
の
エ
ン
ジ
ン
の
燃
費
量
が
メ
ー
カ
ー
の
説
明
と
食
い
違
う
場
合
、
そ
の
相
違
が
一
〇
％
に
満
た
な
い
と
き
に
は
解
除
権
は
認
め
ら
れ
な
い
（B

G
H

, 

N
JW

 2007, 2111., m
. A

nm
. K

urt R
einking.

）。
た
だ
し
、
売
買
契
約
に
お
い
て
、
売
主
が
瑕
疵
の
存
在
に
つ
い
て
悪
意
で
欺
罔
し
た
場
合
に
は
、
重
大
で
な
い
義

　
（
一
八
四
三
）
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務
法
に
お
け
る
瑕
疵
担
保
法
と
契
約
締
結
上
の
過
失
の
交
錯

 

一
〇
〇

同
志
社
法
学　

六
〇
巻
五
号

務
違
反
は
否
定
さ
れ
る
（B

G
H

Z
 167, 19.=

N
JW

 2006, 1960.

な
お
、
本
判
決
に
対
し
て
、
シ
ュ
テ
フ
ァ
ン
・
ロ
ー
レ
ン
ツ
に
よ
る
興
味
深
い
問
題
提
起
が
あ
る
。
こ

れ
に
つ
い
て
は
、
後
掲
注
（
50
）
も
参
照
）。

（
23
）　

V
gl. B

G
H

 N
JW

 1962, 1196.; B
G

H
 N

JW
 1998, 302.

（
24
）　

詳
し
く
は
、
拙
稿
・
前
掲
注
（
2
）
一
二
七
頁
、
一
二
八
頁
。
さ
ら
に
、
最
近
の
研
究
と
し
て
、H

annes R
ösler, A

rglist im
 Schuldvertragsrecht, A

cP
 207 

（2007
）, S. 564, 603 ff.

を
参
照
。

（
25
）　

V
gl. B

G
H

, N
JW

 2006, 845.; B
G

H
, U

rteil vom
 17. 1. 2008 – III Z

R
 224/06.

（
26
）　

V
gl. M

ünch-K
om

m
/E

m
m

erich, a. a. O
. （F

n. 6

）, R
n. 135.

（
27
）　

V
gl. W

olf/K
aiser, D

B
 2002, S

. 418 f.; L
oren

z/R
ieh

m
, a. a. O

. 

（F
n

. 21

）, R
n

. 576. 

ま
た
、F

ran
k W

eiler, C
u

lp
a in

 con
trah

en
d

o, A
n

fech
tu

n
g u

n
d 

K
aufrecht

―alte K
onkurrenzfragen in neuem

 L
icht, Z

G
S 2002, S. 254.

は
、
瑕
疵
担
保
法
の
時
効
期
間
に
関
し
て
、
討
議
草
案
で
は
三
年
の
時
効
に
か
か
る

通
常
の
時
効
期
間
が
定
め
ら
れ
て
い
た
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
立
法
者
が
わ
ず
か
二
年
の
時
効
期
間
を
規
定
し
た
こ
と
を
重
視
す
る
。

（
28
）　

V
gl. P

eter H
uber/ F

lorian F
aust, Schuldrechtsm

odernisierung, 2002, S. 389.; L
orenz/R

iehm
, a. a. O

. 

（F
n. 21

）, R
n. 576.; A

nw
K

/K
rebs, D

auner-

L
ieb/H

eidel/R
ing, B

and 2,

§ 311, R
n. 76.

（
29
）　

V
gl. L

orenz/R
iehm

, a. a. O
. （F

n. 21

）, R
n. 576 ff.; W

eiler Z
G

S 2002, S. 249.; A
nw

K
/K

rebs, a. a. O
. （F

n. 28

）, R
n. 76.; C

anaris, K
arlsruher F

orum
 

2002, a. a. O
. （F

n. 20

）, S. 87 ff.; H
ans C

hristoph G
rigoleit/ C

arsten H
erresthal, G

rundlagen der Sachm
ängelhaftung im

 K
aufrecht, JZ

 2003, S. 126.; 

R
einer Schulze/M

artin E
bers, Streitfragen im

 neuen Schuldrecht, JuS 2004, S. 463.; C
hristian B

erger, D
er B

eschaffenheitsbegriff des 

§ 434 A
bs. 1 

B
G

B
, JZ

 2004, S. 283.; H
arm

 P
eter W

esterm
ann/P

eter B
ydlinski/R

alph W
eber, B

G
B

―Schuldrecht A
llgem

einer Teil （6. A
ufl

）, 2007, R
n. 11/34.; 

債

務
法
現
代
化
法
の
討
議
草
案
に
対
す
る
評
価
と
し
て
、G

rigoleit, a. a. O
. 

（F
n. 19

）, S. 290 ff.

も
基
本
的
に
同
旨
。
さ
ら
に
、
ユ
ニ
ド
ロ
ワ
国
際
商
事
契
約
原
則

（P
IC

C

）
三
・
七
条
に
よ
れ
ば
、
契
約
上
の
履
行
責
任
が
契
約
締
結
前
の
情
報
提
供
責
任
（
錯
誤
に
基
づ
く
取
消
し
）
に
対
し
て
優
先
す
る
。
こ
れ
に
つ
い
て
は
、
曽

野
和
明
＝
廣
瀬
久
和
＝
内
田
貴
＝
曽
野
裕
夫
『U

N
ID

R
O

IT

国
際
商
事
契
約
原
則
』（
商
事
法
務
、
二
〇
〇
六
年
）
七
五
、七
六
頁
お
よ
びG

rigoleit, in: Schulze/

E
bers/G

rigoleit （H
rsg.

）, Inform
ationspflichten und V

ertragsschluss im
 A

cquis com
m

unautaire, 2003, S. 207.

を
参
照
。

（
30
）　

V
gl. W

eiler, Z
G

S 2002, S. 254.

（
31
）　

V
gl. K

laus R
eischl, G

rundfälle zum
 neuen Schuldrecht, JuS 2003, S. 1079 f.; M

artin H
äublein, D

er B
eschaffenheitsbegriff und seine B

edeutung 

für das V
erhältnis der H

aftung aus culpa in contrahendo zum
 K

aufrecht, N
JW

 2003, S. 391 ff.; M
ünch-K

om
m

/E
m

m
erich, a. a. O

. （F
n. 6

）, R
n. 138 

　
（
一
八
四
四
）



ド
イ
ツ
新
債
務
法
に
お
け
る
瑕
疵
担
保
法
と
契
約
締
結
上
の
過
失
の
交
錯

 

一
〇
一

同
志
社
法
学　

六
〇
巻
五
号

f.; ders., B
G

B
-Schuldrecht B

T, 11 A
ufl., 

（2006

）, R
n. 42.

ま
た
、P

E
C

L

四
：
一
一
九
条
の
コ
メ
ン
ト
お
よ
び
ノ
ー
ト
で
は
、
ド
イ
ツ
法
と
そ
れ
以
外
の
各
国
法

の
考
え
方
が
紹
介
さ
れ
て
お
り
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
契
約
法
原
則
の
立
場
（
責
任
競
合
の
肯
定
）
も
明
確
に
示
さ
れ
て
い
る
。
詳
し
く
は
、
オ
ー
レ
・
ラ
ン
ド
ー
／
ヒ
ュ
ー
・

ビ
ー
ル
編
（
潮
見
佳
男
＝
中
田
邦
博
＝
松
岡
久
和
監
訳
）『
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
契
約
法
原
則
Ⅰ
・
Ⅱ
』（
法
律
文
化
社
、
二
〇
〇
六
年
）
二
七
五
、二
七
六
頁
お
よ
びG

rigoleit, 

a. a. O
. （F

n. 29

）, S. 207.

を
参
照
。

（
32
）　

V
gl. H

äublein, N
JW

 2003, S. 391.

（
33
）　

V
gl. H

äublein, N
JW

 2003, S. 392.

（
34
）　

V
gl. R

eischl, JuS 2003, S. 1080.

そ
の
ほ
か
、C

anaris, K
arlsruher F

orum
 2002, a. a. O

. （F
n. 20

）, S. 99 f.; G
rigoleit/ H

erresthal, JZ
 2003, S.126. 

も
同

旨
。

（
35
）　

V
gl. H

äublein, N
JW

 2003, S. 393.

（
36
）　

最
近
の
Ｂ
Ｇ
Ｈ
判
決
と
し
て
、B

G
H

, N
JW

 2004, 2301.

が
あ
る
（
債
務
法
現
代
化
法
以
前
の
事
案
で
あ
る
た
め
、
旧
法
が
適
用
さ
れ
て
い
る
）。
判
決
に
よ
れ
ば
、

「
購
入
物
の
性
質
に
関
す
る
売
主
の
過
失
に
よ
る
不
正
確
ま
た
は
不
完
全
な
陳
述
に
対
す
る
売
主
の
特
別
な
責
任
は
、
…
…
Ｂ
Ｇ
Ｂ
旧
四
五
九
条
以
下
の
特
別
規
定
に

よ
っ
て
排
除
さ
れ
る
と
の
原
則
が
前
提
と
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。」。

（
37
）　

た
と
え
ば
、O

L
G

 K
öln N

JW
 2005, 1666.

（
38
）　

判
例
に
よ
れ
ば
、
企
業
売
買
の
際
に
貸
借
対
照
表
が
誤
っ
て
作
成
さ
れ
た
場
合
で
も
、
当
該
企
業
の
瑕
疵
は
認
め
ら
れ
な
い
。
貸
借
対
照
表
は
、
企
業
に
一
年
度

し
か
―
つ
ま
り
、
次
年
度
ま
で
し
か
―
付
着
し
な
い
か
ら
で
あ
る
（V

gl. B
G

H
 N

JW
 1977, 1536 f.

）。

（
39
）　

新
債
務
法
の
下
で
の
性
状
概
念
を
検
討
す
る
文
献
は
数
多
い
が
、
こ
こ
で
は
、
さ
し
あ
た
り
、C

hristian B
erger, D

er B
eschaffenheitsbegriff des 

§ 434 A
bs. 

1 B
G

B
, JZ

 2004, S. 276 ff.

を
挙
げ
て
お
く
。

（
40
）　

V
gl. O

L
G

 H
am

m
, N

JW
-R

R
 2003, 1360.

判
決
に
よ
れ
ば
、「
物
の
瑕
疵
の
新
準
則
は
、
旧
法
下
に
お
い
て
妥
当
し
て
い
た
瑕
疵
概
念
を
変
更
す
る
こ
と
を
意
図
す

る
も
の
で
は
な
い
と
思
わ
れ
る
し
、
ま
た
、
新
準
則
は
、
主
観
的
・
客
観
的
瑕
疵
概
念
を
採
用
し
て
い
る
の
で
、
今
後
も
、
性
状
概
念
は
、
上
述
の
意
味
で
厳
格
に

解
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。」

（
41
）　

V
gl. U

. H
uber, A

cP
 202, 179, 224 ff.; G

rigoleit/ H
erresthal, JZ

 2003, S.126 f.

（
42
）　

V
gl. L

orenz/R
iehm

, a. a. O
. （F

n. 21

）, R
n 578.; B

arbara D
auner-L

ieb/Jan T
hiessen, G

arantiebeschränkungen in U
nternehm

enskaufverträgen nach 

d
er S

ch
u

ld
rech

tsreform
, Z

IP
 2002, S

. 110.; W
eiler, Z

G
S

 2002, S
. 255 f.; B

ern
d

 M
erten

s, C
u

lp
a in

 C
on

trah
en

d
o beim

 zu
stan

d
e gekom

m
en

en 

　
（
一
八
四
五
）



ド
イ
ツ
新
債
務
法
に
お
け
る
瑕
疵
担
保
法
と
契
約
締
結
上
の
過
失
の
交
錯

 

一
〇
二

同
志
社
法
学　

六
〇
巻
五
号

K
aufvertrag nach der Schuldrechtsreform

, A
cP

 203 （2003

）, S. 832 ff.; H
äublein, N

JW
 2003, S. 389 f.; H

erbert R
oth, Standzeit von K

raftfahrzeugen 

als Sachm
angel, N

JW
 2004, S. 330 f.; Schulze/E

bers, JuS 2004, S. 463.; B
erger, JZ

 2004, S. 283.
（
43
）　

D
irective 1999/44/E

C
 of E

uropean P
arliam

ent and T
he C

ouncil of 25 M
ay 1999 on certain aspects of the sale of consum

er goods and associated 

guarantees. 

同
指
令
は
、N

JW
 1999, S. 2421.; R

adley-G
ardner/B

eale/Z
im

m
erm

ann/Schulze, F
undam

ental texts on E
uropean P

rivate L
aw

, 2003, p 

107 ff.
に
掲
載
さ
れ
て
い
る
。
消
費
用
動
産
売
買
指
令
に
関
す
る
わ
が
国
の
文
献
と
し
て
は
、
シ
ー
ヴ
ェ
ッ
ク
大
美
和
子
「
消
費
財
の
売
買
お
よ
び
関
連
の
保
証
に
関

す
る
Ｅ
Ｕ
指
令
」
国
際
商
事
法
務
二
八
巻
一
号
（
二
〇
〇
〇
年
）
二
八
頁
、
田
中
幹
夫
「
Ｅ
Ｕ
消
費
財
売
買
指
令
と
ド
イ
ツ
に
お
け
る
国
内
法
化
の
概
要
」
ユ
ー
ロ

ト
レ
ン
ド
Ｒ
ｅ
ｐ
ｏ
ｒ
ｔ
８
（
二
〇
〇
二
年
）
七
六
頁
以
下
、
今
西
康
人
「
消
費
者
商
品
の
売
買
及
び
品
質
保
証
に
関
す
る
Ｅ
Ｕ
指
令
（
一
）（
二
）」
関
西
大
学
法
学

論
集
五
〇
巻
一
・
四
号
、
同
「
ド
イ
ツ
民
法
典
の
一
部
改
正
と
消
費
者
法
」
関
西
大
学
法
学
論
集
五
〇
巻
五
号
、
同
「
消
費
者
売
買
指
令
と
目
的
物
の
瑕
疵
に
関
す
る

売
主
の
責
任
―
指
令
の
国
内
法
化
か
ら
の
検
討
―
」
判
タ
一
一
一
七
号
（
二
〇
〇
三
年
）
三
八
頁
、
ニ
キ
タ
ス
・
ハ
ジ
ミ
ハ
イ
ル
＝
松
田
岳
士
／
訳
「
Ｅ
Ｕ
法
に

お
け
る
私
法
の
変
容
―
Ｅ
Ｃ
消
費
者
売
買
指
令
の
ギ
リ
シ
ャ
法
へ
の
国
内
法
化
―
」
阪
大
法
学
五
四
巻
二
号
（
二
〇
〇
四
年
）
五
五
一
頁
、
馬
場
圭
太
「
Ｅ
Ｕ
指
令

と
フ
ラ
ン
ス
民
法
典
―
消
費
動
産
売
買
指
令
の
国
内
法
化
を
め
ぐ
る
動
向
」
甲
南
法
学
四
六
巻
三
号
（
二
〇
〇
五
年
）
一
八
九
頁
〔
川
角
由
和
＝
中
田
邦
博
＝
潮
見

佳
男
＝
松
岡
久
和
編
『
龍
谷
大
学
社
会
科
学
研
究
所
叢
書
第
七
八
巻　

ヨ
ー
ロ
ッ
パ
私
法
の
展
開
と
課
題
』（
日
本
評
論
社
、
二
〇
〇
八
年
）
四
〇
五
頁
所
収
〕、
ロ
ー

ラ
ン
・
ル
ヴ
ヌ
ー
ル
／
平
野
裕
之
（
訳
）「
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
に
お
け
る
販
売
さ
れ
た
消
費
財
に
つ
い
て
の
新
た
な
担
保
責
任
―
統
一
、
多
様
性
ま
た
は
共
通
の
土
台
？
」

ジ
ュ
リ
一
三
〇
三
号
（
二
〇
〇
五
年
）
一
〇
三
頁
以
下
等
を
参
照
。
同
指
令
の
概
要
に
つ
い
て
は
、M

ichael L
ehm

ann, Inform
ationsverantw

ortung und 

G
ew

ährleistung für W
erbeangaben beim

 V
erbrauchsgüterkauf, JZ

 2000, S. 280 ff.

を
参
照
。
さ
ら
に
、
消
費
用
動
産
売
買
指
令
が
制
定
さ
れ
る
ま
で
の
展
開

と
同
指
令
が
ド
イ
ツ
の
債
務
法
現
代
化
に
対
し
て
与
え
た
影
響
―
と
り
わ
け
、
ド
イ
ツ
民
法
典
へ
の
消
費
者
保
護
法
の
組
込
み
―
に
つ
い
て
詳
し
く
論
ず
る
も
の

と
し
て
、R

einhard Z
im

m
erm

ann, T
he N

ew
 G

erm
an L

aw
 of O

bligations, 2005, pp. 171-228.

も
参
照
。

（
44
）　

V
gl. A

nw
K

/K
rebs, a. a. O

. （F
n. 28

）, R
n. 78.; Schulze/E

bers, JuS 2004, S. 463.

（
45
）　

前
掲
注
（
9
）
お
よ
び
（
10
）
で
挙
げ
た
判
例
を
参
照
。

（
46
）　

V
gl. H

uber/F
aust, a. a. O

.

（F
n.28

）, R
n. 14/29.; Stephan L

orenz, A
rglist und Sachm

angel

―Z
um

 B
egriff der P

flichtverletzung in 

§ 323Ⅴ
2 B

G
B

, 

N
JW

 2006, S. 1925 ff.; ders., F
ünf Jahre ,,neues ” Schuldrecht im

 Spiegel der R
echtsprechung, N

JW
 2007, S. 4.; R

ösler, A
cP

 207 （2007

）, S. 603.

（
47
）　

V
gl. W

eiler, Z
G

S
 2002, S

. 254.; M
erten

s, A
cP

 203 

（2003

）, S
. 830.; S

ch
u

lze/E
bers, Ju

S
 2004, S

. 463.; A
n

w
k/K

rebs, a. a. O
. 

（F
n

. 28

）, R
n

. 76.; 

H
erbert R

oth, JZ
 2006, S. 1026 f.; P

alandt/G
rüneberg, B

and 7, （2007

） 

§ 311 R
n. 15.; P

alandt/W
eidenkaff, B

and 7, （2007

） 

§ 437 R
n. 51b.

　
（
一
八
四
六
）



ド
イ
ツ
新
債
務
法
に
お
け
る
瑕
疵
担
保
法
と
契
約
締
結
上
の
過
失
の
交
錯

 

一
〇
三

同
志
社
法
学　

六
〇
巻
五
号

（
48
）　

V
gl. M

ertens, A
cP

 203 （2003

）, S. 830.
（
49
）　

ヴ
ァ
イ
ラ
ー
は
、
両
責
任
は
時
効
期
間
の
開
始
時
点
が
異
な
る
と
理
解
す
る
の
に
対
し
て
（V

gl. W
eiler, Z

G
S 2002, S. 254.

）、
メ
ル
テ
ン
ス
は
、
売
主
が
悪
意

の
場
合
に
は
、
瑕
疵
担
保
責
任
の
時
効
期
間
も
、
買
主
が
自
ら
の
請
求
権
の
要
件
が
満
た
さ
れ
た
こ
と
を
認
識
し
て
は
じ
め
て
時
効
が
進
行
す
る
と
い
う
（V

gl. 

M
ertens, A

cP
 203 （2003

）, S. 830.

）。

（
50
）　

近
時
、
契
約
解
除
の
要
件
で
あ
る
「
義
務
違
反
の
重
大
性
」
が
直
接
の
争
点
に
な
っ
た
事
案
で
は
あ
る
が
、
制
度
間
競
合
論
の
観
点
か
ら
見
て
も
興
味
深
い
Ｂ
Ｇ

Ｈ
判
決
が
出
さ
れ
て
い
る
（B

G
H

Z
 167, 19.=

N
JW

 2006, 1960.

―
前
掲
注
（
22
）
も
参
照
）。
本
件
は
、
住
宅
の
売
買
契
約
に
お
い
て
、
解
除
お
よ
び
全
部
の
給

付
に
代
わ
る
損
害
賠
償
を
排
斥
す
る
重
大
で
な
い
義
務
違
反
（
Ｂ
Ｇ
Ｂ
三
二
三
条
五
項
二
文
、
二
八
一
条
一
項
三
文
参
照
）
は
売
主
が
悪
意
で
振
舞
っ
た
場
合
で
あ

っ
て
も
肯
定
さ
れ
る
か
ど
う
か
が
争
わ
れ
た
事
案
で
あ
る
。
Ｂ
Ｇ
Ｈ
は
こ
れ
を
否
定
し
（
し
た
が
っ
て
、
義
務
違
反
の
重
大
性
は
売
主
の
行
為
態
様
を
も
加
味
し
て

判
断
さ
れ
る
。）、
買
主
の
契
約
解
除
を
肯
定
し
た
。
し
か
し
、
こ
れ
に
対
し
て
批
判
的
な
学
説
（
ロ
ー
ト
お
よ
び
ロ
ー
レ
ン
ツ
）
に
よ
れ
ば
、
義
務
違
反
の
重
大
性
は
、

売
主
の
行
為
態
様
と
は
無
関
係
で
あ
り
、
本
件
に
お
い
て
瑕
疵
担
保
法
上
の
解
除
は
認
め
ら
れ
な
い
と
さ
れ
る
。
と
こ
ろ
で
、
判
例
批
判
説
の
立
場
か
ら
す
る
と
、
瑕

疵
担
保
法
上
の
契
約
解
除
を
否
定
す
る
場
合
に
な
お
、
契
約
締
結
上
の
過
失
に
基
づ
く
契
約
解
消
請
求
権
（
Ｂ
Ｇ
Ｂ
二
八
〇
条
一
項
、
三
一
一
条
二
項
、
二
四
九
条

一
項
）
を
行
使
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
か
が
問
題
と
な
る
。
そ
れ
と
い
う
の
も
、
仮
に
判
例
と
異
な
り
、
瑕
疵
担
保
法
上
の
解
除
を
正
当
化
す
る
義
務
違
反
の
重
大

性
を
否
定
す
る
場
合
で
あ
っ
て
も
、
契
約
締
結
前
に
悪
意
で
振
舞
っ
た
売
主
の
責
任
が
別
個
に
問
題
と
な
り
う
る
か
ら
で
あ
る
。
こ
こ
に
お
い
て
、
瑕
疵
担
保
法
と

契
約
締
結
上
の
過
失
と
の
競
合
問
題
が
生
じ
る
。
ロ
ー
ト
に
よ
れ
ば
、
こ
の
場
合
に
契
約
締
結
上
の
過
失
責
任
を
認
め
る
と
、
瑕
疵
担
保
法
上
の
規
律
が
回
避
さ
れ

て
し
ま
う
こ
と
と
な
り
、
妥
当
で
な
い
と
い
う
。
そ
し
て
、
こ
の
場
合
に
は
、
詐
欺
に
基
づ
く
取
消
し
（
Ｂ
Ｇ
Ｂ
一
二
三
条
、
一
四
二
条
）
も
認
め
ら
れ
ず
、
買
主

と
し
て
は
追
完
（
Ｂ
Ｇ
Ｂ
四
三
七
条
一
号
、
四
三
九
条
）
ま
た
は
代
金
減
額
（
Ｂ
Ｇ
Ｂ
四
三
七
条
二
号
、
四
四
一
条
一
項
二
文
）
な
い
し
給
付
に
代
わ
る
「
小
さ
な
」

損
害
賠
償
（
Ｂ
Ｇ
Ｂ
四
三
七
条
三
号
、
二
八
〇
条
一
項
、
二
八
一
条
一
項
一
文
）
を
請
求
す
る
こ
と
が
で
き
る
だ
け
で
あ
る
と
い
う
（V

gl. R
oth, JZ

 2006, S. 1024 

ff.

）。
こ
れ
に
対
し
て
、
ロ
ー
レ
ン
ツ
は
、
売
主
が
悪
意
の
場
合
に
お
け
る
瑕
疵
担
保
法
の
優
先
を
明
確
に
否
定
し
、
契
約
締
結
上
の
過
失
に
基
づ
く
契
約
解
消
お
よ

び
詐
欺
に
基
づ
く
取
消
し
を
肯
定
す
る
（V

gl. L
orenz, N

JW
 2006, S. 1925 ff.; ders., N

JW
 2007, S. 4.

）。
な
お
、
本
判
決
は
、
青
野
博
之
「
売
買
目
的
物
の
瑕
疵

と
売
主
の
悪
意
―
ド
イ
ツ
民
法
に
お
け
る
瑕
疵
（
義
務
違
反
）
を
理
由
と
し
た
解
除
―
」
駒
澤
法
曹
四
号
（
二
〇
〇
八
年
）
三
三
頁
以
下
で
も
紹
介
さ
れ
て
い
る

の
で
参
照
さ
れ
た
い
。

（
51
）　

V
gl. W

eiler, Z
G

S 2002, S. 256.; A
nw

k/K
rebs, a. a. O

. 

（F
n. 28

）, R
n. 76.; M

ertens, A
cP
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（2003

）, S. 829 f.; B
erger, JZ

 2004, S. 282.; P
alandt/

G
rüneberg, a. a. O

. （F
n. 47

）, R
n. 16.; P

alandt/W
eidenkaff, a. a. O

. （F
n. 47

）, R
n. 51a.

　
（
一
八
四
七
）



ド
イ
ツ
新
債
務
法
に
お
け
る
瑕
疵
担
保
法
と
契
約
締
結
上
の
過
失
の
交
錯

 

一
〇
四

同
志
社
法
学　

六
〇
巻
五
号

（
52
）　

期
間
の
相
違
の
み
な
ら
ず
、
起
算
点
の
相
違
も
重
要
で
あ
る
。

（
53
）　

V
gl. B

G
H

, N
JW

 2007, 1351.; B
G

H
, N

JW
 2008, 53.; B

G
H

, N
JW

 2008, 1517.
（
54
）　

詳
細
に
つ
い
て
は
、
拙
稿
・
前
掲
注
（
2
）
一
一
七
頁
以
下
を
参
照
。

【
追
記
】

　

本
稿
は
、
二
〇
〇
七
年
三
月
一
三
日
に
開
催
さ
れ
た
同
志
社
大
学
・
東
北
大
学
合
同
研
究
会
で
報
告
し
た
も
の
で
あ
る
。
同
研
究
会
の
席
上
、
田
井
義
信
教
授
、
河
上
正

二
教
授
を
は
じ
め
と
す
る
先
生
方
お
よ
び
院
生
の
方
々
か
ら
多
く
の
御
教
示
を
い
た
だ
い
た
。
ま
た
、
二
〇
〇
八
年
四
月
二
六
日
に
開
催
さ
れ
た
京
都
大
学
民
法
研
究
会
で

も
報
告
の
機
会
に
恵
ま
れ
、
山
本
豊
教
授
、
松
岡
久
和
教
授
、
潮
見
佳
男
教
授
、
山
本
敬
三
教
授
を
は
じ
め
多
く
の
先
生
方
か
ら
御
教
示
を
い
た
だ
い
た
。
研
究
会
へ
の
参

加
に
あ
た
っ
て
は
、
石
上
敬
子
氏
（
東
北
大
学
博
士
後
期
課
程
）、
橋
口
裕
介
氏
（
京
都
大
学
博
士
後
期
課
程
）
に
大
変
お
世
話
に
な
っ
た
。
こ
こ
に
記
し
て
謝
意
を
表
し

た
い
。

　
（
一
八
四
八
）


